
資料２

母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置
に関する基本的な方針に定められた施策に関する評価書

（平成20年度～平成26年度）



１．国が講ずべき措置 該当頁

①  公共職業安定所における就業あっせん（公共職業訓練の受講あっせんも含む）

　　ア　ハロ－ワークによる職業相談・職業紹介等の実施。マザーズハロ－ワークにおける就職支援。 1

　　イ　母子家庭等就業・自立支援センタ－や市等への求人情報の提供 2

　　ウ　生活保護受給者等の就労・自立の推進 3

②  公共職業訓練の実施 4

③　職業能力開発システム（ジョブ・カード制度）の推進 5

④　特定求職者雇用開発助成金の活用 6

⑤　試行雇用を通じた早期就職の促進 7

⑥　助成金を活用した正規雇用への転換等の促進 8

⑦　厚生労働省関係機関等における母子家庭の母等の雇用の促進 10

⑧　事業主に対する母子家庭の母等の雇用に関する啓発活動等の推進 11

⑨　都道府県及び市町村、企業等における母子家庭の母等の雇用に関する好事例の周知 12

⑩　母子自立支援プログラム策定等事業の支援（各種情報の提供） 13

⑪　母子家庭等就業・自立支援事業の支援（各種情報の提供） 14

⑫　母子・父子福祉団体等の受注機会の増大の努力 15

⑬　再チャレンジ支援寄付金税制の周知 16

⑭　母子家庭の母等の就業の促進を図るための措置に関する留意 17

⑮　母子家庭等に対する生活の場の整備 18

⑯　親の扶養義務の履行を確保するための施策の推進 20

⑰　母子福祉資金貸付金等の貸付条件に関する配慮 23

⑱　効果的な母子家庭等及び寡婦施策を展開するための実態把握・研究 24

２．都道府県及び市町村等が講ずべき措置に対する支援 該当頁

①  子育て支援、生活の場の整備

　　ア  保育所優先入所の推進等（実施主体：市町村　対象：母子家庭等） 25

　　イ  放課後児童クラブの優先的利用の推進（実施主体：市町村　対象：母子家庭等） 28

　　ウ  母子生活支援施設の整備・機能の拡充 29

　　エ  公営住宅の積極的活用の推進（優先入居の推進等）等 30

　　オ  身元保証人確保対策事業の実施 32

　　カ  母子家庭日常生活支援事業等の実施（対象：母子家庭等） 33

　　キ  子育て短期支援事業の実施（実施主体：市町村　対象：母子家庭等） 34

　　ク  ひとり親家庭生活支援事業の実施（対象：母子家庭等） 35

②  就業支援策

　　ア  母子自立支援プログラム策定等事業の実施（実施主体：都道府県等及び市等　対象：児童扶養手当受給者等） 37

　　イ  母子家庭等就業・自立支援事業の実施（実施主体：都道府県等及び市等　対象：母子家庭等及び寡婦） 38

　　ウ  より良い就業に向けた能力の開発 41

目次



　　　(a) 母子家庭自立支援給付金等（母子自立支援教育訓練給付金等、母子家庭高等職業訓練促進給付金等）の活用（実施主体：都道府県等及び市等　対象者：母子家庭等） 41

　　  (b) 技能修得期間中の技能習得資金及び生活資金の貸付制度の活用（実施主体：都道府県等　対象：母子家庭等及び寡婦） 41

　　　(c) 保育士資格の取得の促進（実施主体：都道府県及び指定都市） 43

　　エ  母子家庭等及び寡婦の状況に応じた就業あっせん（公共職業安定機関等との連携）（実施主体：都道府県等及び市等　対象：母子家庭等及び寡婦） 44

　　オ  公共職業訓練の実施（実施主体：都道府県） 45

　　カ  所得の増大に結びつく就業機会創出のための支援 46

　　キ　母子家庭の母等の雇用に関する啓発活動等・情報提供 48

　　ク　母子・父子福祉団体、NPO等に対する支援 49

　  ケ　母子家庭の母等の就業の促進を図るための措置に関する留意 51

③　養育費の確保策

　　ア　広報・啓発活動の推進 53

　　イ　相談体制の拡充 53

　　ウ　情報提供(対象：母子家庭等) 53

④　経済的支援策

　　ア　母子父子寡婦福祉貸付金に関する情報提供、適正な貸付業務の実施(実施主体：都道府県　対象：母子家庭等及び寡婦) 55

　　イ　児童扶養手当に関する情報提供及び適正な給付業務の実施(実施主体：都道府県及び市町村　対象：母子家庭等) 56

　　ウ　児童扶養手当窓口における相談及び情報提供等適切な自立支援の実施(実施主体：都道府県等及び市等　対象：母子家庭等) 56



- 1 -

（１）国等が講ずべき措置
① 公共職業安定所における就業あっせん（公共職業訓練の受講あっせんも含む。）

ア 母子家庭の母等に対して、関係機関と連携し、きめ細かな職業相談・職業紹介等を実施する。また、マザーズハローワーク等においては、子育
てをしながら就職を希望する女性等に対して、個々の希望やニーズに応じたきめ細かな就職支援を実施する。

事業概要及び実績 【事業概要】
・ハローワークにおいては、母子家庭の母等を含め、就職を希望する者に対し、きめ細かな職業相談、職業紹介を実施している。
・マザーズハローワーク等においては、子育てをしながら就職を希望する女性等に対して、個々の希望やニーズに応じたきめ細

かな就職支援を実施している。

【事業実績】
○ハローワークにおける母子家庭の母等の職業紹介状況

（平成20年度） （平成21年度）（平成22年度）（平成23年度）（平成24年度） （平成25年度）（平成26年度）
新規求職申込件数 217,237件 235,020件 264,742件 272,111件 256,719件 247,033件 128,604件
就職件数 75,823件 80,247件 85,480件 93,613件 98,077件 98,597件 49,637件

（9月まで）
○マザーズハローワーク事業の実績

（平成20年度） （平成21年度）（平成22年度）（平成23年度）（平成24年度） （平成25年度）（平成26年度）
新規求職者数 130,694件 180,665件 198,481件 208,103件 209,731件 210,508件 －
就職件数 35,263件 54,342件 63,510件 69,137件 69,413件 72,050件 －

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度
予 算 額(千円)

2,026,329 2,069,971 2,138,961 2,212,046 2,291,768 2,383,312 2,799,297

評価･今後の方向性 ・ハローワークについては、母子家庭の母等の就職件数等が着実に伸びていることを踏まえると、母子家庭の母等の就業支援策
として有効であり、引き続き実施する。

・マザーズハローワーク事業については、就職件数等順調に推移しており、子育てをしながら就職を希望する女性等の再就職支
援として有効であり、事業拠点の拡大等を図ることとしている。
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（１）国等が講ずべき措置
① 公共職業安定所における就業あっせん（公共職業訓練の受講あっせんも含む。）

イ 母子家庭等就業・自立支援事業の円滑な実施のため、母子家庭等就業・自立支援センターや市等の求めに応じて、必要な求人情報の積極的な提
供を行う。

事業概要及び実績 【事業概要】
ハローワークから母子家庭等就業・自立支援センターや市等への求人情報の提供は、雇用政策と福祉政策との連携を図り、母

子家庭の母等に対する就業支援の充実に資するものであり、母子家庭の母等の自立を支援する施策として有効であると考えられ
ることから、ハローワークにおいては、母子家庭等就業・自立支援センターや市等の要望に応じて、求人情報の提供を行ってい
る。

【事業実績】

（平成20年度） （平成21年度） （平成22年度） （平成23年度） （平成24年度） （平成25年度） （平成26年度）
ハローワークの求人
情報一覧表等を提供

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度
予 算 額(千円)

－ － － － － － －

評価･今後の方向性 ハローワークから母子家庭等就業・自立支援センターや市等に求人情報の提供を行うことは、母子家庭等の就業を推進する上
で必要であることから今後も引き続き実施する。
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（１）国等が講ずべき措置
① 公共職業安定所における就業あっせん（公共職業訓練の受講あっせんも含む。）

ウ 生活保護受給者等の就労・自立の促進
児童扶養手当又は生活保護を受給している母子家庭の母等に対して、公共職業安定所と福祉事務所が連携して、個々の対象者の状況、ニーズ等に
応じた就労支援を実施する。

事業概要及び実績 【事業概要】
・児童扶養手当受給者や生活保護を受給している母子家庭の母等の就労による自立を促進するため、福祉事務所等にハローワー
クの常設窓口を設置するなどワンストップ型の支援体制を全国的に整備し、両者のチーム支援によるきめ細かな職業相談・職業
紹介を行うなど両機関が一体となった就労支援を行う「生活保護受給者等就労自立促進事業」を実施している。

【事業実績】
○「生活保護受給者等就労自立促進事業」における就職者数（母子家庭の母等以外も含む）
（平成20年度） （平成21年度） （平成22年度） （平成23年度） （平成24年度） （平成25年度） （平成26年度）

7,153人 9,297人 12,597人 24,522人 39,627人 54,244人 34,256人
（9月まで）

○うち児童扶養手当受給者
（平成20年度） （平成21年度） （平成22年度） （平成23年度） （平成24年度） （平成25年度） （平成26年度）

1,944人 2,365人 2,676人 6,168人 10,983人 14,705人 9,889人
（9月まで）

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度
予 算 額(千円)

1,098,154 1,144,875 1,500,055 2,810,464 4,045,122 7,158,760 7,216,468

評価･今後の方向性 「生活保護受給者等就労自立促進事業」については、母子家庭の母等の就労による自立を支援する施策として有効であること
から、今後においても地方自治体と連携を図り、引き続き実施することとする。
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（１）国等が講ずべき措置
② 公共職業訓練の実施

公共職業安定機関等と連携し、母子家庭の母等を含めた求職者がその職業能力の開発及び向上を図ることを促進するため、公共職業訓練を実施する。

事業概要及び実績 【事業概要】
・国（（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構）及び都道府県において、母子家庭の母等を含めた求職者に対して、離職者訓練

等の公共職業訓練を実施している。
・特に母子家庭の母等に対しては、就業に向けた意欲喚起、意識付けに重点を置いた準備講習や訓練中の託児サービスを付加し

た訓練コースの設定等、その特性や事情に配慮した職業訓練を実施している。

【事業実績】
◯公共職業訓練（離職者訓練）受講者数及び就職率（母子家庭の母等以外も含む）

（平成20年度） （平成21年度） （平成22年度） （平成23年度） （平成24年度） （平成25年度）
受講者数 131,800人 191,466人 166,681人 149,112人 151,552人 140,934人
就職率（施設内訓練） 74.5％ 73.9％ 78.3％ 80.3％ 81.0％ 82.2％
就職率（委託訓練） 68.3％ 62.4％ 60.9％ 66.8％ 69.2％ 72.0％

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度
予 算 額(千円)

110,803,128 131,204,265 113,304,120 109,807,584 103,961,522 99,516,168 102,306,992

評価･今後の方向性 公共職業訓練については、母子家庭の母等の就職に有効であると考えられるため、今後も引き続き実施する。
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（１）国等が講ずべき措置
③ 職業能力開発システム(ジョブ・カード制度)の推進

母子家庭の母等の職業能力形成機会に恵まれない者の安定雇用への移行を促進するため、ジョブカードを活用したキャリア形成支援を行い、必要な
者には座学と企業における実習を組み合わせた実践的な職業訓練の受講を推進する。

事業概要及び実績 【事業概要】
母子家庭の母等を含めた求職者と求人企業とのマッチングや、実践的な職業能力を習得することにより、安定的な雇用への移

行等を促進することを目的として、
・一定の知識等を有するキャリア・コンサルタントによるジョブ・カードを活用したキャリア・コンサルティングの実施
・企業における実習と教育訓練機関等における座学とを組み合わせた訓練を含む実践的な職業訓練（職業能力形成プログラ

ム）の受講機会の提供
・ジョブ・カードを活用したキャリア・コンサルティングにより整理された職務経歴等のほか訓練修了後の職業能力評価の情

報を取りまとめた「ジョブ・カード」の就職活動等における活用を推進している。

【事業実績】
ジョブ・カード新規取得者数（母子家庭の母等以外も含む）

（平成20年度） （平成21年度） （平成22年度） （平成23年度） （平成24年度） （平成25年度） （平成26年度）
65,169人 162,885人 223,844人 224,139人 196,327人 216,974人 89,411人

（9月末時点）

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度
予 算 額(千円)

2,810,428 3,057,298 2,491,164 1,697,304 1,603,594 1,692,655 2,126,516

評価･今後の方向性 職業能力開発システム（ジョブ・カード制度）の推進については、母子家庭の母等を含めた求職者と企業とのマッチングや実
践的な職業能力の習得を促進し、安定的な雇用への移行等を促進しているものと考える。

今後も、安定的な雇用への移行等を促進する他、職業生活を通じて活用し、自身の職務や実績・経験、能力等の明確化を図る
ことができるものとなるよう、仕様も含め、コンセプトを見直した上で、引き続き当該制度を実施する。
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（１）国等が講ずべき措置
④ 特定求職者雇用開発助成金の活用

母子家庭の母等就職が困難な求職者を雇い入れる事業主に対する特定就職困難者雇用開発助成金について、事業主に対する周知を徹底するなどによ
り、その活用を推進する。

事業概要及び実績 【事業概要】
母子家庭の母などの就職困難者を、ハローワーク等の紹介により継続して雇用する労働者（雇用保険の一般被保険者）として

雇い入れる事業主に対して助成する。

【事業実績】
（平成20年度） （平成21年度） （平成22年度） （平成23年度） （平成24年度） （平成25年度） （平成26年度）

支給件数 支給件数 支給件数 支給件数 支給件数 支給件数 支給件数
83,005件 91,788件 105,147件 124,482件 136,638件 158,039件 -

(22,983件) (25,575件) (26,783件) (29,540件) (31,509件) (35,271件) (-)

実績額 実績額 実績額 実績額 実績額 実績額 実績額
23,433,706千円 27,202,201千円 39,055,496千円 46,886,603千円 50,918,697千円 58,080,108千円 -

(6,065,855千円) (7,394,460千円) (9,787,809千円) (10,859,632千円)(11,608,626千円) (12,944,163千円)(-)

※括弧内は母子家庭の母等（平成25年度実績より父子家庭の父を含む）への支給実績

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度
予 算 額(千円)

24,921,076 61,812,032 34,191,869 37,149,432 39,063,354 58,171,091 62,351,077

評価･今後の方向性 母子家庭の母等の就職に有効であると考えられるため、今後も引き続き実施する。
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（１）国等が講ずべき措置
⑤ 試行雇用を通じた早期就職の促進

母子家庭の母等に実践的な能力を取得させるなどにより、早期就職を促進するための、短期の試行雇用を実施する。

事業概要及び実績 【事業概要】
（トライアル雇用奨励金）

職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、正規雇用等の早期実現を図るためハローワークや職業紹
介事業者等の紹介により常用雇用へ移行することを目的に一定期間試行雇用した事業主に対して助成を行っている。

なお、平成25年度から、若年者等、中高年齢者、母子家庭の母など対象者別の制度を一本化した。

【事業実績】
（平成20年度） （平成21年度） （平成22年度） （平成23年度） （平成24年度） （平成25年度） （平成26年度）
トライアル雇用開始者数

219人 149人 155人 145人 43人 40人 －

常用雇用移行率
78.5％ 81.0% 78.5% 71.9% 68.9% 63.2% －

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度
予 算 額(千円)

54,600 43,680 41,496 35,316 32,451 7,069,200 11,891,880
の内数 の内数

評価･今後の方向性 平成24年度に対象者要件の変更等があったことなどから、事業実績の減少がみられるところであるが、母子家庭の母等、安定的
な就職が困難な者の常用雇用への移行を促進する上で有効であるため、今後も引き続き実施する。

また、事業主・求職者等に対してより一層の周知を行うとともに、母子家庭の母等の生活の安定と向上のためトライアル雇用
奨励金の活用促進を図っていく。
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（１）国等が講ずべき措置
⑥ 助成金を活用した正規雇用への転換等の促進

正規雇用への転換等を促進するための助成金を活用し、母子家庭の母等の雇用の安定化を促進する。

事業概要及び実績 【事業概要】
＜中小企業雇用安定化奨励金＞

中小企業事業主が、有期契約労働者を正社員に転換する制度を導入し、転換させた場合又は有期契約労働者に対し正社員と共
通の処遇制度や教育訓練制度を適用した場合に奨励金を支給する。

平成20年度より事業を開始。平成22年6月に行われた省内事業仕分けの結果を踏まえ、短時間労働者を対象とする「短時間労働
者均衡待遇推進等助成金」と整理統合し、平成23年度に「均衡待遇・正社員化推進奨励金」を創設した。

＜均衡待遇・正社員化推進奨励金（平成23年度創設）＞
パートタイム労働者、有期契約労働者を雇用する事業主が、正社員との均衡のとれた待遇の確保、正社員の転換の推進のため、

労働協約又は就業規則により、正社員との共通の処遇制度や正社員への転換制度等を導入した場合に奨励金を支給する。（平成24
年度終了）

＜キャリアアップ助成金（平成25年５月～）＞
有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、正

規雇用への転換、人材育成、処遇改善などの取組を実施した事業主に対して助成を行っている。
対象者が母子家庭の母等であった場合には、助成額を加算している。

【事業実績】
＜中小企業雇用安定化奨励金＞
（平成20年度） （平成21年度） （平成22年度） （平成23年度） （平成24年度） （平成25年度） （平成26年度）

支給件数 支給件数 支給件数 支給件数
805件 2,251件 2,911件 3,450件 － － －
実績額 実績額 実績額 実績額
214,250千円 576,800千円 680,500千円 939,700千円 － － －

※母子家庭の母等への支給実績は全体の内数。

＜均衡待遇・正社員化推進奨励金＞
（平成23年度） （平成24年度） （平成25年度） （平成26年度）

支給件数 支給件数 支給件数
1,364件 4,008件 3,954件 －
（34件） （115件） （77件）

※平成25年度は経過措置
※括弧内は母子家庭の母等の正社員転換等を行った事業主への支給件数
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＜キャリアアップ助成金（平成25年５月～）＞
（平成20年度） （平成21年度） （平成22年度） （平成23年度） （平成24年度） （平成25年度） （平成26年度）

母子家庭の母等を －
正規雇用へ転換等
した人数 3人

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度
予 算 額(千円)

中小企業雇

用安定化奨 480,250 1,780,375 1,012,350 581,400 － － －
励金

キャリアア － － － － － 7,078,273 14,757,511
ップ助成金 の内数 の内数

均衝待遇・

正社員化推 － － － 779,500 1,838,900 812,050 －
進奨励金

評価･今後の方向性 母子家庭の母等を含む、非正規雇用労働者の正規雇用への転換等を促進する上で有効である。
より一層の活用を図るため、事業主・求職者等に対して更なる周知を行うとともに、母子家庭の母等の生活の安定と向上のた

めキャリアアップ助成金の活用促進を図っていく。
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（１）国等が講ずべき措置
⑦ 厚生労働省関係機関等における母子家庭の母等の雇用の促進

厚生労働省の本省や外局、関係機関において、母子家庭の母等の雇入れを促進するように努めるとともに、厚生労働省以外の府省庁、社会福祉関係
団体、公益法人等関係団体に対して雇入れの要請を行う。

事業概要及び実績 【事業概要】
平成16年３月に「母子家庭の母の就業支援に関する関係省庁連絡課長会議」において、「国において、非常勤職員の求人情報

を母子家庭等就業・自立支援センターへ提供するとともに、公益法人、社会福祉施設等の関係団体や地方公共団体に対し、非常
勤職員等の求人情報を母子家庭等就業・自立支援センターへ提供することを要請する」旨、申し合わせ、母子家庭の母等の雇い
入れの促進に努めている。

また、平成25年３月の母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法の施行に伴い、国の各機関に対し、非
常勤職員の雇い入れの際には、求人情報を近隣の母子家庭等就業・自立支援センターへ提供すること等を改めて要請している。

【事業実績】
（平成20年度） （平成21年度） （平成22年度） （平成23年度） （平成24年度） （平成25年度） （平成26年度）
○母子家庭等就業・自立支援センター提供の情報を通じて採用された者
・国 59名 ・国 57名 ・国 39名 ・国 63名 ・国 46名 ・国 40名 －
・地方公共団体及 ・地方公共団体及 ・地方公共団体及 ・地方公共団体及・地方公共団体及 ・地方公共団体及 －

び関係団体 び関係団体 び関係団体 び関係団体 び関係団体 び関係団体
432名 390名 329名 408名 452名 448名

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度
予 算 額(千円)

－ － － － － － －

評価･今後の方向性 毎年度継続的に雇用の実績があり、母子家庭の雇用に有効であることから、今後も引き続き実施する。
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（１）国等が講ずべき措置
⑧ 事業主に対する母子家庭の母等の雇用に関する啓発活動等の推進

事業主に対し、母子家庭の母等の雇用について理解を深めてもらうための啓発活動や、母子家庭の母等の就業の促進に向けた協力の要請を積極的に
推進する。

事業概要及び実績 【事業概要】
母子家庭の母等の就業を推進するには、母子家庭の母等を雇用する企業側に働きかけ、母子家庭の母等が働きやすい環境整備

等の取組を促進することが有効である。このため、平成18年度に表彰制度を創設し、母子家庭の母等を相当数雇用している企業
等を母子家庭の母等の就業支援に積極的に取り組んでいる企業として、年1回表彰しており、こうした表彰企業を厚生労働省ホ
ームページに公表している。

また、平成25年３月母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法の施行に伴い、経済団体に対して母子家
庭の母及び父子家庭の父の就業を促進するよう要請している。

【事業実績】
（平成20年度） （平成21年度） （平成22年度） （平成23年度） （平成24年度） （平成25年度） （平成26年度）
○母子家庭の母の就業支援を図る優良企業等表彰

表彰企業数 10社 表彰企業数 ７社 表彰企業数 11社 表彰企業数 13社 表彰企業数 ８社 表彰企業数 ０社 －
・母子家庭の母 ・母子家庭の母 ・母子家庭の母 ・母子家庭の母 ・母子家庭の母
を相当数雇用し を相当数雇用し を相当数雇用し を相当数雇用し を相当数雇用し
ている企業等 ている企業等 ている企業等 ている企業等 ている企業等
10社 ７社 11社 13社 ８社

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度
予 算 額(千円)

－ － － － － － －

評価･今後の方向性 事業主に対し母子家庭の母等の雇用について理解を深めてもらうことは、母子家庭の母等の就業の促進につながることから、
今後も引き続き実施する。
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（１）国等が講ずべき措置
⑨ 都道府県及び市町村、企業等における母子家庭の母等の雇用に関する好事例の周知

母子家庭の母等を積極的に雇用するなど、都道府県及び市町村や企業における母子家庭の母等の雇用に関する好事例について、情報を収集し、その
提供を行う。

事業概要及び実績 【事業概要】
母子家庭の母等の就業を推進するには、母子家庭の母等を雇用する企業側に働きかけ、母子家庭の母等が働きやすい環境整備

等の取組を促進することが有効である。このため、平成18年度に表彰制度を創設し、母子家庭の母等を相当数雇用している企業
等を母子家庭の母等の就業支援に積極的に取り組んでいる企業として、年1回表彰しており、こうした表彰企業を省ホームペー
ジに公表している。

【事業実績】
（平成20年度） （平成21年度） （平成22年度） （平成23年度） （平成24年度） （平成25年度） （平成26年度）
○母子家庭の母等の就業支援を図る優良企業等表彰

表彰企業数 10社 表彰企業数 ７社 表彰企業数 11社 表彰企業数 13社 表彰企業数 ８社 表彰企業数 ０社 －
・母子家庭の母 ・母子家庭の母 ・母子家庭の母 ・母子家庭の母 ・母子家庭の母
を相当数雇用し を相当数雇用し を相当数雇用し を相当数雇用し を相当数雇用し
ている企業等 ている企業等 ている企業等 ている企業等 ている企業等
10社 ７社 11社 13社 ８社

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度
予 算 額(千円)

－ － － － － － －

評価･今後の方向性 都道府県及び市町村や企業における母子家庭の母の雇用に関する好事例の情報を収集提供することは、母子家庭の母等の雇用
の促進につながることから、今後も引き続き実施する。
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（１）国等が講ずべき措置
⑩ 母子自立支援プログラム策定等事業の支援

母子自立支援プログラム策定等事業がより多くの都道府県等及び市等で実施されるよう、母子家庭の母等の就業意欲の醸成や就業促進につながる各
種情報を提供する。

事業概要及び実績 【事業概要】
母子・父子自立支援プログラム策定等事業

・毎年度、事業の実施状況を公表することで、より多くの自治体で事業が実施されるよう促している。
・毎年度、全国の自治体職員が参加する会議において、事業の実施を要請している。

【事業実績】
（平成20年度） （平成21年度） （平成22年度） （平成23年度） （平成24年度） （平成25年度） （平成26年度）
○事業の実施状況の公表
「母子家庭等対策 「母子家庭の母及び 「母子家庭の母及び －
の実施状況」の 父子家庭の父の自 父子家庭の父の自
公表 立支援施策の実施 立支援施策の実施

状況」の公表 状況」の公表

○全国会議での自治体に対する事業実施の要請
全国厚生労働関係
（厚生分科会）、 －
主管課長会議

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度
予 算 額(千円)

－ － － － － － －

評価･今後の方向性 母子・父子自立支援プログラム策定等事業については、母子家庭等の就業促進に有効であると考えており、今後も引き続き実
施する。
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（１）国等が講ずべき措置
⑪ 母子家庭等就業・自立支援事業の支援

母子家庭等就業・自立支援センター事業及び一般市等就業・自立支援事業を実施している都道府県等及び市等に対し、母子家庭の母等の就業促進に
つながる各種情報を提供する。

事業概要及び実績 【事業概要】
・平成15年10月に厚生労働省内に設置した「母子家庭雇用促進チーム」において「母子家庭の雇用促進に向けた当面の取組」の
取りまとめを行うとともに、平成16年3月に「母子家庭の母の就業支援に関する関係省庁連絡課長会議」において、「国において、
国の機関の非常勤職員の求人情報を母子家庭等就業・自立支援センターへ提供するとともに、公益法人、社会福祉施設等の関係
団体や地方公共団体に対し、非常勤職員等の求人情報を母子家庭等就業・自立支援センターへ提供することを要請する」旨、申
し合わせている。また、平成25年３月の母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法の施行に伴い、国の各
機関に対し、非常勤職員の雇い入れの際には、求人情報を近隣の母子家庭等就業・自立支援センターへ提供すること等を改めて
要請している。

【事業実績】
（平成20年度） （平成21年度） （平成22年度） （平成23年度） （平成24年度） （平成25年度） （平成26年度）
○母子家庭等就業・自立支援センター提供の情報を通じて採用された者
・国 59名 ・国 57名 ・国 39名 ・国 63名 ・国 46名 ・国 40名 －
・地方公共団体及 ・地方公共団体及 ・地方公共団体及 ・地方公共団体及・地方公共団体及 ・地方公共団体及 －

び関係団体 び関係団体 び関係団体 び関係団体 び関係団体 び関係団体
432名 390名 329名 408名 452名 448名

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度
予 算 額(千円)

－ － － － － － －

評価･今後の方向性 母子家庭等就業・自立支援センターに対する各種情報提供は、母子家庭の母等の就業促進につながることから、今後も引き
続き実施する。
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（１）国等が講ずべき措置
⑫ 母子・父子福祉団体等の受注機会の増大への努力

母子・父子福祉団体等母子家庭の母等の福祉の増進を主たる目的とする団体が、母子家庭の母等の就業の促進につながる業務をより多く受注できる
よう、国並びに母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第６条の法人を定める政令(平成25年政令第3号)に定める独立行政法人
及び特殊法人が物品やサービスを購入する場合には予算の適正な使用に留意しつつ、優先的に母子・父子福祉団体等から購入するように努める。

事業概要及び実績 【事業概要】
・平成25年３月１日に施行された母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第６条に基づき、国等は優先
的に母子・父子福祉団体等から物品及び役務を調達するよう努めることについて、厚生労働省より国の各機関に依頼し、実績等
を把握することとしている。
・また、国は母子・父子福祉団体等への業務発注を呼びかけるリーフレットを作成し、事業主に対し母子・父子福祉団体等への
積極的な発注を呼びかけている。

【事業実績】
・国等の調達実績
（平成20年度） （平成21年度） （平成22年度） （平成23年度） （平成24年度） （平成25年度） （平成26年度）

件数 件数
94 －

購入額 購入額
3,495千円 －

・リーフレットの作成
「母子家庭の母の 『「ひとり親」の就業

就業をご支援く をご支援ください』
ださい」の配布 の配布

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度
予 算 額(千円)

－ － － － － － －

評価･今後の方向性 平成25年度からの実施であり、件数や購入額について現時点では評価はできないが、今後も予算の適正な使用に留意しつつ、
優先的に母子・父子福祉団体等から購入するように努める。
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（１）国等が講ずべき措置
⑬ 再チャレンジ支援寄附金税制の周知

平成19年度から、認定地域再生計画に基づき、地域において母子家庭の母等の積極的な雇用に取り組む会社に対する寄附について、税制上の優遇措
置を講じており、本制度の周知を図る。

事業概要及び実績 【事業概要】
・再チャレンジ可能な社会を実現するため、高年齢者・障害者等の再チャレンジを支援する会社への寄附金について税制上の措

置を講ずる（特定地域雇用会社に対する寄附に係る課税の特例）とともに、再チャレンジ可能な社会を実現するため、高年齢
者・障害者・女性等の再チャレンジを支援する会社等に対し助成を行う公益法人（※平成２０年１２月１日以降は、特例民法
法人）への寄附金について税制上の措置を講ずる（特定地域雇用等促進法人に対する寄附等に係る課税の特例）。

・本税制については、平成19年の導入以降、地域再生制度において活用できる支援措置として周知を図ってきたが、活用が図ら
れなかったことから、特定地域雇用会社に対する寄附に係る課税の特例については平成24年度に、特定地域雇用等促進法人に
対する寄附等に係る課税の特例については平成20年度にそれぞれ廃止されている。

【事業実績】
（平成20年度） （平成21年度） （平成22年度） （平成23年度） （平成24年度） （平成25年度） （平成26年度）

なし なし なし なし なし ― ―

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度
予 算 額(千円)

― ― ― ― ― ― ―

評価･今後の方向性 本税制については、既に廃止されている。
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（１）国等が講ずべき措置
⑭ 母子家庭の母等の就業の促進を図るための措置に関する留意

母子家庭の母等の就業の促進を図るための措置を講ずるに当たっては、情報通信技術等に関する職業能力の開発及び向上並びに情報通信ネットワーク
を利用した在宅就業等多様な就業の機会の確保並びにこれらに従事する人材の養成及び資質の向上に留意する。

事業概要及び実績 【事業概要】
・地域の実情に応じた支援に積極的に取り組んでいる地方自治体等の取組事例等について調査や研究を行い、自治体や関係団体
企業等に向けて幅広く情報を提供し、全国的な周知啓発活動等を行うことにより、母子家庭の母等の就業支援の取組の促進と就
業環境の整備を図っている。

【事業実績】
（平成20年度） （平成21年度） （平成22年度） （平成23年度） （平成24年度） （平成25年度） （平成26年度）
地方公共団体が 地方自治体に対 在宅就業支援サ 在宅就業支援サ 在宅就業支援サ 在宅就業支援事 在宅就業支援事
行う在宅就業の る在宅就業に関 イトの開設・運 イトの運営、在 イトの運営、在 業の取組事例の 業の評価検討会
研修のためのガ する専門的研修 営、在宅就業に 宅就業の業務開 宅就業の業務開 収集、在宅就業 の開催
イドラインの作 の実施等 関するシンポジ 拓、在宅就業に 拓、在宅就業に 支援事業の評価
成 ウムの開催等 関するシンポジ 関するシンポジ 検討会の開催

ウムの開催 ウムの開催

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度
予 算 額(千円)

14,798 14,770 14,744 12,384 12,384 12,384 12,384

評価･今後の方向性 平成21年度より安心こども基金を活用し実施されたひとり親家庭等在宅就業支援事業については、「ひとり親家庭等の在宅就業
支援事業評価検討会報告書」（平成26年８月）において、「在宅就業支援事業については費用対効果の低いものとなった一方で、
在宅就業自体については、ひとり親にとって無理なダブルワークの解消や子どもの将来の教育費など貯蓄に充てるための収入を
得る場合などには、有効な働き方の一つとなることが想定され、また、乳児や障害児の養育、自身の病気などにより外に働きに
でることができない場合、通勤が困難な場合などには、有効な働き方の一つとして強いニーズがあると考えられる。」「現行の在
宅就業支援事業自体は、費用対効果が低く、そのまま継続することは妥当ではないが、これまでに、事業実施者等においては、
業務の開拓や参加者の能力開発のためのプログラム構築等の取組により、在宅就業を支援するためのノウハウを蓄積してきたと
ころであり、今後の施策を展開するに当たっては、これらを有効に活用するととともに、事業計画、事業実施者、能力開発、発
注に関する奨励等、就業支援に係る課題も踏まえた支援策を実施すべきである。」旨の報告が行われた。平成27年度以降の在宅就
業支援については、本報告の趣旨を踏まえ適切に対応していくこととする。
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（１）国等が講ずべき措置
⑮ 母子家庭等に対する生活の場の整備

都市機構賃貸住宅について、母子家庭等に対する優先入居を推進する。また、民間賃貸住宅への母子家庭等の入居の円滑化を支援するため、高齢者
居住支援センターによる家賃保証サービスの活用を推進するとともに、子育て世帯等の入居を受け入れることとする民間賃貸住宅の情報提供等を行う
あんしん賃貸支援事業を推進する。

事業概要及び実績 【事業概要】
・都市機構賃貸住宅（旧都市基盤整備公団賃貸住宅）においては、新規の募集に際し、満20歳未満の子のいる母子世帯を含む子
育て世帯に対し、当選率を20倍に優遇する措置を行っている。

【事業実績】
（平成20年度） （平成21年度） （平成22年度） （平成23年度） （平成24年度） （平成25年度） （平成26年度）

256件※ 398件 318件 66件 75件 42件 －
○都市機構賃貸住宅の新規募集時において母子世帯を含む子育て世帯の20倍優遇措置を適用した当選者数

※平成20年8月までは当選倍率を10倍としていたが、平成20年9月以降は20倍に拡大。

【事業概要】
・平成19年度から、高齢者・障害者の入居を受け入れる賃貸住宅として登録された住宅について、高齢者居住支援センターが実

施している滞納家賃の債務保証等の対象に、子育て世帯を加えている。
また、入居に際して連帯保証人を確保することが困難である場合などにおいて、民間事業者による家賃債務保証サービスが実
施されている。

・平成18年度に、地方公共団体、ＮＰＯ・社会福祉法人、仲介事業者等と連携して、子育て世帯等の入居を受け入れることとす
る民間賃貸住宅の情報の提供等を行う「あんしん賃貸支援事業」をモデル事業として創設したが、平成22年度をもって廃止さ
れた。（ただし、あんしん賃貸支援事業の廃止に伴い、平成23年度より、母子家庭を含む子育て世帯等の住宅の確保に配慮を
要する方々に対しては、民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、地方公共団体や不動産関係団体が連携し、「居住支
援協議会」を設置し、ホームページや住宅相談会等で必要な情報の提供等、地域の実情に応じた活動を行っているところであ
り、国土交通省としてこの協議会の取組みを支援している。）

【事業実績】
（平成20年度） （平成21年度） （平成22年度） （平成23年度） （平成24年度） （平成25年度） （平成26年度）

○「あんしん賃貸支援事業」の廃止

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度
予 算 額(千円)

－ － － － － － －

評価･今後の方向性 ・母子家庭等の居住の安定を確保するため、都市機構賃貸住宅の優遇措置について今後も引き続き実施する。
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・母子家庭等の居住の安定を確保するため、「居住支援協議会」の活動について今後も引き続き支援を実施する。
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（１）国等が講ずべき措置
⑯ 親の扶養義務の履行を確保するための施策の推進

養育費相談支援センターにおいて、母子家庭等就業・自立支援センターで受け付けられた養育費の取決め等に関する困難事例への対応や、養育費相
談に当たる母子・父子自立支援員や母子家庭等就業・自立支援センター相談員等に対する研修の実施、パンフレット等による普及・啓発等を行う。こ
のほか、親の扶養義務の履行確保のために必要な支援を行う。

事業概要及び実績 【事業概要】
・養育費相談支援センターにおいて、

① 母子家庭等からの養育費等に関する電話・電子メール等による相談の実施
② 地方自治体が実施する母子家庭等就業・自立支援センター事業で受け付けられた養育費等に関する相談に対し、電話等

による相談支援の実施
③ 母子・父子自立支援員や母子家庭等就業・自立支援センターに配置された養育費専門相談員等の地域において養育費等

に係る業務に従事している者を対象とする研修の実施
④ パンフレット等による養育費の取決めの方法等に関する情報提供等の実施等

を行っている。
・民法等の一部を改正する法律（平成２３年法律第６１号）が平成２３年５月２７日に成立し，平成２４年４月１日に施行され
た。同改正法は，児童虐待の防止等を図り，児童の権利利益を擁護する観点から，民法，児童福祉法等の法律を改正するもの
であるところ，その一環として，離婚後の子の監護に関する事項の定めに関する民法第７６６条が改正された。
すなわち，子の利益の観点からは，離婚後も適切な親子の面会交流や監護費用の支払が行われることが重要であるところ，こ

れらの事項は，改正前の民法７６６条第１項の「監護について必要な事項」に含まれていたが，条文上明示されていなかった
こともあって，協議離婚をするに際して，明確な定めがされないことも少なくないといわれていた。そこで，改正法では，面
会交流及び監護費用の分担を子の監護について必要な事項の具体例として条文に明示することによって，協議離婚をするに際
し，当事者間でのその取決めを促すこととしたものである。
また，子の監護について必要な事項を，子の利益の観点から定めることは，改正前の民法においても理念とされていたと考え

られるが，改正法では，民法７６６条第１項に，子の監護について必要な事項を定めるに当たっては，「子の利益を最も優先し
て考慮しなければならない」との理念を明記することとした。
さらに，上記の改正法の趣旨を国民に周知するために，３種類のリーフレットを作成し，法務省ホームページ上などで公表し

ている。

【事業実績】
○養育費相談支援センター事業
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○民法等の一部を改正する法律
（平成20年度） （平成21年度） （平成22年度） （平成23年度） （平成24年度） （平成25年度） （平成26年度）

平成23年5月27日 平成24年4月1日
・改正法成立 ・改正法施行

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度
予 算 額(千円)

民法等の
一部改正 ― ― ― 908 ― ― ―
に係る周
知広報

養育費相

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

(上半期)

母子家庭等からの相談延件数                (件) 3,018 5,003 6,793 5,208 6,441 6,389 2,990

母子家庭等就業・自立支援センター等からの相談延

件数  (件)

175 159 147 174 206 185 122

研修の実施状況

全国母子自立支援員研修会・養

育費相談支援に関する全国研修

会合同研修会

(回数)  (回) 1 1 1 1 1 1 1

(参加者)  (人) 90 131 145 125 109 126 115

養育費専門相談員等研

修

(回数)  (回) 1 2 2 1 1 1

(参加者)  (人) 38 114 145 31 39 39

地域研修会
(回数)  (回) ― ― ― 8 8 8 1

(参加者)  (人) ― ― ― 378 336 291 22

講師派遣
(延件数)(件) 63 86 58 75 72 90 59

(参加者)  (人) 4,094 2,531 1,554 2,102 1,788 2,882 778

情報提供事業

（自治体へ配布したﾘｰﾌﾚｯﾄ等の部数）　　　  (部)
467,391 383,560 349,939 116,784 203,540 108,230 91,390
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談支援セ 68,252 67,540 61,938 60,128 59,169 57,168 56,040
ンター事
業

評価･今後の方向性 ・今後も改正法の理念を国民に周知するなどして，離婚後の子の利益が確保されるための取組を継続する。
・養育費相談支援センター事業では、毎年度母子家庭等への相談支援や広報啓発等を着実に実施しており、当センターの役割が
果たされている。養育費の取り決めや支払いが適切に行われるためには相談支援や広報啓発が必要であり、今後も引き続き実施
する。
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（１）国等が講ずべき措置
⑰ 母子福祉資金貸付金等の貸付条件に関する配慮

母子福祉資金貸付金等の貸付条件について、母子家庭の母等の就業の支援が促進されるように配慮をして定める。

事業概要及び実績 【事業概要】
母子福祉資金貸付金及び寡婦福祉資金貸付金について、母子家庭の母等の就業を支援するため、貸付限度額の引き上げ等を行

った。
平成20年度：技能習得資金及び生活資金（知識技能を習得する期間に係るものに限る）の貸付金の償還期限を据置期間経過後

10年以内から20年以内に拡大した。
平成21年度：①技能習得資金の貸付限度額を月額5万円から月額6万5千円に引き上げるとともに、一括貸付の貸付限度額を60

万円から78万円に引き上げた。②技能習得資金の貸付を受ける期間について、知識技能を習得する期間中「3年間」から「5
年間」に拡大した。

平成22年度：技能習得資金の貸付限度額を月額6万5千円から月額6万8千円に引き上げるとともに、一括貸付の貸付限度額を78
万円から81万6千円に引き上げた。

【事業実績】
○母子福祉資金貸付金及び寡婦福祉資金貸付金における母子家庭の母等の就業の支援を促進するための貸付条件の見直し
（平成20年度） （平成21年度） （平成22年度） （平成23年度） （平成24年度） （平成25年度） （平成26年度）

償還期限の ・貸付限度 ・貸付限度
拡大（技能 額の引き 額の引き
習得資金及 上げ 上げ
び生活資金） ・貸付可能 （技能習得

期間の拡 資金）
大

（技能習得
資金）

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度
予 算 額(千円)

5,040,000 5,040,000 5,040,000 5,160,383 5,040,000 5,040,000 5,040,000

評価･今後の方向性 母子家庭の母等の就業の支援を促進するため、貸付限度額等の貸付条件の見直しを着実に実施している。母子寡婦福祉資金の
貸付を通じて母子家庭の母等の就業の支援が促進されるよう、今後も引き続き、貸付条件の必要な見直しを実施する。
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（１）国等が講ずべき措置
⑱ 効果的な母子家庭等及び寡婦施策を展開するための実態把握・研究

母子家庭等及び寡婦施策を効果的に推進するために、母子家庭等及び寡婦の就業状況、収入状況、養育費の取得状況などの実態を把握し、更に効
果的な支援策についてその研究・検討を進める。

事業概要及び実績 【事業概要】
全国の母子世帯、父子世帯及び養育者世帯の生活実態を把握し、母子世帯等に対する福祉対策の充実を図るための基礎資料を

得るため、平成23年度に全国母子世帯等調査を実施している。また、平成25年度において、平成22年の児童扶養手当法改正法附
則の施行3年後の検討規定に基づき、「社会保障審議会児童部会ひとり親家庭への支援施策の在り方に関する専門委員会」を設置
し、全国母子世帯等調査結果等を踏まえながら、ひとり親家庭への支援施策の在り方について検討を進め、「中間まとめ」とし
て、支援施策の在り方の方向性等を整理した。更に、平成26年度において、この「中間まとめ」を踏まえた「母子及び寡婦福祉
法」及び「児童扶養手当法」の改正が行われた。

【事業実績】
（平成20年度） （平成21年度） （平成22年度） （平成23年度） （平成24年度） （平成25年度） （平成26年度）

平成23年度全国 社会保障審議会 「母子及び寡
母子世帯等調査 児童部会ひとり 婦福祉法」

親家庭への支援 及び「児童
施策の在り方に 扶養手当法」
関する専門委員会 の改正

平成25年5月～8月
全6回開催

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度
予 算 額(千円)

－ － － 74,847 － － －

評価･今後の方向性 平成23年度全国母子世帯等調査から得られた母子家庭等の実態を踏まえてひとり親家庭等の支援施策の見直しを行った。全国
母子世帯等調査については、母子世帯等に対する福祉対策の充実を図るための基礎資料として有用であることから、今後も引き
続き実施する。また、今後、「子供の貧困対策に関する大綱」（平成26年8月29日閣議決定）を踏まえ、ひとり親家庭の就業支援
や経済的支援等の自立への効果等について調査・研究の実施を検討する。
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(２) 都道府県及び市町村等が講ずべき措置に対する支援
① 子育て支援、生活の場の整備
ア 保育所優先入所の推進等(実施主体：市町村 対象：母子家庭等)

(a) 就業や求職活動、職業訓練を十分に行うことができるよう、母子家庭等の優先的取扱いなど、母子家庭等の児童が保育所に優先的に入所す
ることができるような取組を推進

(b) 延長、休日、夜間、病児・病後児保育や一時預かりを実施
(c) 待機児童への対応や仕事と子育ての両立支援として、家庭的保育事業やファミリー・サポート・センター事業を活用

事業概要及び実績 【事業概要】
・平成14年の母子及び寡婦福祉法の改正により、市町村に対する母子家庭等の児童の保育所の入所選考の際における特別な配慮

が規定されたことに伴い、都道府県等に通知を発出し、その周知を行っている。
・平成24年の母子及び寡婦福祉法の改正により、子ども・子育て支援法に規定する、特定教育・保育施設の設置者又は特定地域

型保育事業は、特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用する児童を選考するとき又は一時預かり事業を行う場合に
は、母子家庭の福祉が増進されるように特別の配慮をするよう規定された。

・延長保育は、開所時間を超えた保育を取り組む保育所に対して補助する事業であり、昭和56年度から開始した事業である。
・休日保育は、保育に欠ける児童を対象に日曜・祝日を含め、年間を通じて開所する保育所に対して補助する事業であり、平成

11年度から開始した事業である。
・夜間保育は、おおよそ午後10時まで開所する保育所に対して補助する事業であり、平成元年度から開始した事業である。
・病児・病後児保育は、保護者が就労している場合等において、子どもが病気の際に自宅での保育が困難な場合に、病院・保育

所等に付設された専用スペースにおいて看護師等が預かるほか、保育中に体調不良となった児童への緊急対応並びに病気の児
童の自宅に訪問する事業であり、平成６年度から開始した事業である。

・一時預かりは、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、保育所その他の場所において、一時
的に預かり、必要な保護を行う事業であり、平成２年度から開始した事業である。

・家庭的保育事業は、保育所との一体的実施又は保育所自らの実施により、研修を受けた保育士又は研修により市町村長が認め
た家庭的保育者(保育ママ)の居宅等において少人数の主に3歳児未満児の保育を行う事業であり、平成12年度に保育需要の増
に対応するために創設されたものである。実施主体は市町村であり、保育所等に委託することができる。

・ファミリー・サポート・センター事業は、仕事と子育ての両立支援のために、平成6年度に創設したところであり、市町村が
ファミリー・サポート・センターを設立し、乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の労働者や主婦等を会員として、送迎
や放課後の預かり等の相互援助活動を行っている。

【事業実績】
（平成20年度） （平成21年度） （平成22年度） （平成23年度） （平成24年度） （平成25年度）

（平成26年度）
延長保育（か所） 9,903 10,343 10,815 11,411 12,012 12,711

－
休日保育（か所） 927 978 1,034 1,067 1,129 1,163

－
夜間保育（か所） 77 77 77 77 78 82

－
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病児・病後児保育（か所） 792 1,250 1,356 1,483 1,610 1,708
－

一時預かり（か所） 7,651 6,460 7,046 7,254 7,656 7,903
－

家庭的保育（人） 420 831 1575 2590 3716 4545
－

待機児童数（人） 19,550 25,384 26,275 25,556 24,825 22,741
21,371

ファミリー・サポート・
センター(か所) 572 602 637 669 699 738

－
※延長保育のか所数は民間保育所における数値。

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度
予 算 額(千円)

延長保育 37,500,000 38,800,000 19,900,000 20,471,655 21,369,032 22,528,456 23,914,642
の内数 の内数

※延長保育… H21ま
で子育て支援交付金 休日保育 536,151 668,807 662,957 674,804 624,173 637,542 663,787

※一時預かり… H22 夜間保育 40,000 114,800 114,800 160,720 156,240 170,926 174,259
～24は子育て支援交
付金、H25は安心子 病児・病後児保育 2,702,401 3,175,189 3,488,188 3,723,922 4,064,826 4,840,676 5,196,004
ども基金、H26は保
育緊急確保事業 一時預かり 2,657,538 2,511,522 36,100,000 50,000,000 30,700,000 55,675,000 9,547,874

の内数 の内数 の内数 の内数
※ファミリー・サポ
ート・センター… H2 家庭的保育 729,786 1,417,891 2,786,885 3,501,306 2,545,816 2,916,156 4,010,381
4まで子育て支援交付
金、H25は安心子ど ファミリー・サポ 37,500,000 38,800,000 36,100,000 50,000,000 30,700,000 55,675,000 2,311,300
も基金、H26は保育 ート・センター の内数 の内数 の内数 の内数 の内数 の内数
緊急確保事業

評価･今後の方向性 延長保育、休日保育、夜間保育、病児・病後児保育及び一時預かり事業については、平成22年１月に閣議決定した「子ども・
子育てビジョン」に基づき平成26年度までの５か年間で具体的な数値目標を掲げて重点的に推進しているところである。実施か
所数は着実に伸びており、母子家庭等の子育てと就労の両立支援にとって有効であると考えており、今後も引き続き事業の拡充
に努めていく。

また、子ども・子育て支援新制度の施行に伴い、
①延長保育、病児保育、一時預かり事業については、地域子ども・子育て支援事業に位置付け、市町村子ども・子育て支援事
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業計画に従って事業を実施するよう法定化
②休日保育、夜間保育については、公定価格上、施設型給付及び地域型保育給付の加算として組み入れ
③家庭的保育事業については、市町村の認可事業として、児童福祉法に位置付けた上で、地域型保育給付の対象

とすることで、今後も事業の充実に努めていく。

ファミリー・サポート・センター事業については、平成22年1月に策定された「子ども・子育てビジョン」において、普及・
促進が掲げられ、具体的な数値目標を掲げ、重点的に推進しているところである。実施か所数は着実に伸びており、母子家庭の
母等の就業支援にとって、有効であることから、今後も拡充に努める。また、通常はファミリー・サポート・センターが実施す
る研修を修了した者が提供会員として活動しているところであるが、それに加えて、新たに創設される、「子育て支援員研修制
度」において、研修を修了した者も、ファミリー・サポート・センター事業の提供会員とすることで、事業の充実を図ることと
している。
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(２) 都道府県及び市町村等が講ずべき措置に対する支援
① 子育て支援、生活の場の整備

イ 放課後児童クラブの優先的利用の推進(実施主体：市町村 対象：母子家庭等)
放課後児童クラブについても、その設置を推進するとともに、母子家庭等の児童が優先的に利用できるような取組を推進

事業概要及び実績 【事業概要】
放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）は、保護者が就労等により昼間家庭にいない小学校に就学しているおおむね10

歳未満の児童に対し、授業の終了後に児童館、学校の余裕教室などを利用して適切な遊びや生活の場を提供する事業である。
また、全ての児童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行うことができるよう、文部科学省と共同して、平

成26年７月末に「放課後子ども総合プラン」を策定したところである。

【事業実績】
（平成20年度） （平成21年度） （平成22年度） （平成23年度） （平成24年度） （平成25年度） （平成26年度）

17,583か所 18,479か所 19,946か所 20,561か所 21,085か所 21,482か所 22,084か所

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度
予 算 額(千円)

17,445,600 20,678,390 24,406,460 27,682,565 28,478,346 29,289,719 33,223,115

評価･今後の方向性 平成２６年９月末に局長通知「保育所の入所等におけるひとり親家庭の取扱いについて」を自治体に発出し、放課後児童クラ
ブにおける母子家庭等の優先的利用への配慮について周知したところ。

また、クラブの実施か所数が着実に増加しており、母子家庭の母等の子育てと就労の両立支援にとって、有効であると考えて
いる。今後の方向性については、今年度より実施している「放課後子ども総合プラン」により、引き続き、総合的な放課後対策
を実施していく。
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(２) 都道府県及び市町村等が講ずべき措置に対する支援
① 子育て支援、生活の場の整備

ウ 母子生活支援施設の整備・機能の拡充
(a) 小規模分園型(サテライト型)母子生活支援施設を設置

母子生活支援施設に入所する母子家庭のうち早期に自立が見込まれる者を対象に、地域社会の中の小規模な施設で、本体施設と十分な連携を
図りながらその自立を重点的に支援する小規模分園型(サテライト型)の母子生活支援施設の設置を推進

また、公設民営方式による施設整備を推進するとともに、その場合であっても母子保護及び自立促進等の機能を十分に果たせるよう必要な体
制を整備

(b) 母子生活支援施設への保育機能の付与(対象：母子家庭等)
母子生活支援施設の機能を活用し、地域で生活する母子家庭等の児童を対象とする保育機能(夜間・延長保育や入所待機の解消などのニーズ

にも対応)の充実を図り、地域の母子家庭等の子育てと仕事の両立を支援

事業概要及び実績 【事業概要】
⒜ 母子生活支援施設に入所している母子のうち、早期に自立が見込まれる者について、地域の中の小規模な施設で生活する

ことにより自立を促進する。
⒝ 母子生活支援施設の保育室に保育士を配置し、地域で生活する母子家庭等の児童に対し保育サービスを提供することによ

り、その保護者の就業による自立を支援する。

【事業実績】
（平成20年度） （平成21年度） （平成22年度） （平成23年度） （平成24年度） （平成25年度） （平成26年度）

実施施設数（箇所）

・小規模分園型
（サテライト型）

9 9 9 9 9 8 －
・保育機能強化

6 6 7 8 5 5 －
・公立私営施設数（括弧内は、公立施設数に占める割合）

76(48.4%) 71(48.6%) 72(50.3%) 71(52.2%) 68(52.7%) － －

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度
予 算 額(千円)

※措置費加算分 77,537,758 78,779,785 81,271,770 83,473,486 89,280,906 90,788,456 95,856,767
の内数 の内数 の内数 の内数 の内数 の内数 の内数

評価･今後の方向性 母子家庭の自立に資する事業であり、今後も引き続き実施する。
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(２) 都道府県及び市町村等が講ずべき措置に対する支援
① 子育て支援、生活の場の整備

エ 公営住宅の積極的活用の推進(優先入居の推進等)等
(a) 公営住宅の優先入居等

公営住宅の借上げ制度の活用を推進しつつ、母子家庭等に対する優先入居を推進
(b) 民間賃貸住宅への入居の円滑化

民間賃貸住宅への母子家庭等の入居の円滑化を支援するため、子育て世帯等の入居を受け入れることとする民間賃貸住宅の情報提供等を行うあ
んしん賃貸支援事業の実施を推進

事業概要及び実績 【事業概要】
・優先入居は、住宅に困窮する低額所得者の中でも特に困窮度が高い者について、地域の実情を踏まえた地方公共団体の判断に

より、入居者選考において優先的に取扱うものである。母子家庭等については、住居だけでなく、収入、子どもの養育等の面
で様々な困難に直面することから、特に居住の安定確保が必要な者として位置づけており、母子家庭等の優先入居の推進を図
っている。

【事業実績】
（平成20年度） （平成21年度） （平成22年度） （平成23年度） （平成24年度） （平成25年度） （平成26年度）
○公営住宅の優先入居の活用

【事業概要】
・平成19年度から、高齢者・障害者の入居を受け入れる賃貸住宅として登録された住宅について、高齢者居住支援センターが実

施している滞納家賃の債務保証等の対象に、子育て世帯を加えている。
また、入居に際して連帯保証人を確保することが困難である場合などにおいて、民間事業者による家賃債務保証サービスが実
施されている。

・平成18年度に、地方公共団体、ＮＰＯ・社会福祉法人、仲介事業者等と連携して、子育て世帯等の入居を受け入れることとす
る民間賃貸住宅の情報の提供等を行う「あんしん賃貸支援事業」をモデル事業として創設したが、平成22年度をもって廃止さ
れた。（ただし、あんしん賃貸支援事業の廃止に伴い、平成23年度より、母子家庭を含む子育て世帯等の住宅の確保に配慮を
要する方々に対しては、民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、地方公共団体や不動産関係団体が連携し、「居住支
援協議会」を設置し、ホームページや住宅相談会等で必要な情報の提供等、地域の実情に応じた活動を行っているところであ
り、国土交通省としてこの協議会の取組みを支援している。）

【事業実績】
（平成20年度） （平成21年度） （平成22年度） （平成23年度） （平成24年度） （平成25年度） （平成26年度）

○「あんしん賃貸支援事業」の廃止
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20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度
予 算 額(千円)

4,165 4,371 47,079 33,438 46,951 40,145 38,400
※社会資本整備総合 の内数 の内数 の内数 の内数 の内数 の内数 の内数
交付金事業費（20年 ※地域住宅交 ※地域住宅交付
度及び21年度を除く） 付金事業費 金事業費
公営住宅

※居住支援協議会の
活動に対する支援

評価･今後の方向性 ・母子家庭等の居住の安定を確保するため、公営住宅の優先入居について今後も引き続き推進する。
・母子家庭等の居住の安定を確保するため、「居住支援協議会」の活動について今後も引き続き支援を実施する。
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(２) 都道府県及び市町村等が講ずべき措置に対する支援
① 子育て支援、生活の場の整備

オ 身元保証人確保対策事業の実施
母子生活支援施設等を退所する母子家庭等が、身元保証人を得られず、住居を借りる際に困難となることがないよう、身元保証人確保のための

支援を推進

事業概要及び実績 【事業概要】
児童養護施設等を退所する子どもや女性が就職したり、アパート等を賃借する際に、施設長等が身元保証人となる場合の損害

保険契約を全国社会福祉協議会が契約者として締結し、その保険料に対して補助を行う。

対象施設等：児童養護施設、児童自立支援施設、情緒障害児短期治療施設、里親、小規模住居型児童養育事業（ファミリーホ
ーム）、児童相談所一時保護所（一時保護委託を含む）、自立援助ホーム、母子生活支援施設、婦人保護施設、婦人
相談所一時保護所（一時保護委託を含む）

対 象 者：上記施設等を退所（措置解除）する子どもや女性で、就職やアパート等を賃借する際に、身元保証人を確保でき
ない者

【事業実績】
（平成20年度） （平成21年度） （平成22年度） （平成23年度） （平成24年度） （平成25年度） （平成26年度）
実施規模（実人員）

86人の内数 159人の内数 126人の内数 160人の内数 222人の内数 271人の内数 －

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度
予 算 額(千円)
※児童虐待・DV 対 2,328,744 2,473,404 2,507,705 2,121,232 2,168,037 3,652,047 3,742,620

策総合補助金 の内数 の内数 の内数 の内数 の内数 の内数 の内数

評価･今後の方向性 母子家庭の自立に資する事業であり、今後も引き続き実施する。
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(２) 都道府県及び市町村等が講ずべき措置に対する支援
① 子育て支援、生活の場の整備

カ 母子家庭日常生活支援事業等の実施(対象：母子家庭等)
(a) 母子家庭等が母等の修学や疾病等の事由により一時的に家事、育児等の日常生活に支障が生じた場合等に、多様なニーズ、時間帯に応じて

家庭生活支援員を母子家庭等の居宅に派遣し、又は家庭生活支援員の居宅等において、児童の世話等日常生活の支援を行う母子家庭日常生活支
援事業等の実施を推進

(b) 母子家庭日常生活支援事業等の実施に当たっては、昼間、夜間などの多様な時間帯の利用を推進するとともに、出張等の場合に対応できる
宿泊型事業を活用

(c) 母子家庭日常生活支援事業等の実施に当たっては、事業の一部を母子・父子福祉団体、NPO、介護事業者等に委託することができるものと
し、家庭生活支援員として、母子家庭の母等を積極的に活用していくとともに、その資質の向上を図るため、講習会を実施

事業概要及び実績 【事業概要】
母子家庭等が安心して子育てをしながら生活することができる環境を整備するため、都道府県及び市町村が、修学や疾病など

により一時的に家事援助、保育等のサービスが必要となった際に、家庭生活支援員を派遣し、又は家庭生活支援員の居宅等にお
いて児童の世話等を行う。都道府県及び市町村は、母子・父子福祉団体等に事業の一部を委託することができる。

国は、母子家庭等の多様なニーズに応じて、時間外、休日、夜間、深夜から引き続き早朝まで預かりを実施した場合に支給さ
れる派遣手当や家庭生活支援員の資質向上のための講習会等の事務費の一部を補助している。

【事業実績】
（平成20年度） （平成21年度） （平成22年度） （平成23年度） （平成24年度） （平成25年度） （平成26年度）
派遣等実件数(件)

4,166 4,820 5,608 4,827 4,455 4,608 －
派遣等延件数(件)
36,523 52,081 41,810 44,973 51,850 53,602 －

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度
予 算 額(千円)

2,439,094 3,431,222 3,474,220 3,537,607 3,646,953 9,733,852 9,095,041
の内数 の内数 の内数 の内数 の内数 の内数 の内数

評価･今後の方向性 毎年度着実に派遣等が実施されていることから、事業が有効であると考えており、今後も引き続き実施する。
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(２) 都道府県及び市町村等が講ずべき措置に対する支援
① 子育て支援、生活の場の整備

キ 子育て短期支援事業の実施(実施主体：市町村 対象：母子家庭等)
(a) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業の実施

保護者の疾病や仕事等の事由により児童の養育が一時的に困難となった場合や緊急一時的に保護を必要とする場合、又は育児不安や育児疲れ、
慢性疾患児の看病疲れ等の身体的・精神的負担の軽減が必要な場合に、母子家庭等の児童を短期間預かるショートステイ事業の実施を推進

(b) 夜間養護等(トワイライトステイ)事業の実施
保護者が仕事等の理由により帰宅が夜間になる場合や休日の勤務、緊急の場合の宿泊に対応するトワイライトステイ事業の実施を推進

事業概要及び実績 【事業概要】
⒜ 保護者の疾病や仕事等の事由により児童の養育が一時的に困難となった場合、又は育児不安や育児疲れ、慢性疾患児の看

病疲れ等の身体的・精神的負担の軽減が必要な場合に、児童を児童養護施設等で一時的に預かる短期入所生活援助事業に対
し、国は補助を行っている。

⒝ 保護者が仕事その他の理由により平日の夜間又は休日に不在となることで、家庭において児童を養育することが困難とな
った場合その他緊急の場合において、その児童を児童養護施設等において保護し、生活指導、食事の提供等を行う夜間養護
事業に対し、国は補助を行っている。

【事業実績】
（平成20年度） （平成21年度） （平成22年度） （平成23年度） （平成24年度） （平成25年度） （平成26年度）
○実施施設数（か所）
・短期入所生活援助事業

592 610 614 651 671 678 ―
・夜間養護等事業

311 327 329 354 358 364 ―

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度
予 算 額(千円)

37,500,000 38,800,000 36,100,000 50,000,000 30,700,000 55,675,000 104,337,120
の内数 の内数 の内数 の内数 の内数 の内数 の内数

評価･今後の方向性 毎年度着実に実施施設数が増加していることから、利用者支援体制の充実のために有効であると考えており、今後も引き続き
実施する。
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(２) 都道府県及び市町村等が講ずべき措置に対する支援
① 子育て支援、生活の場の整備

ク ひとり親家庭生活支援事業の実施(対象：母子家庭等)
母子家庭等の生活基盤の安定を図るため、生活支援講習、土日・夜間電話相談、児童訪問援助(大学生等によるホームフレンド)、情報交換の場

の提供、健康支援等、各種事業をメニュー化し、地域の実情に応じて選択するとともに、実効性の高い事業を実施

事業概要及び実績 【事業概要】
ひとり親家庭は、児童の養育や健康面の不安など生活の中に多くの問題を抱えている。また、こうした家庭の児童は、親との

死別、離別という事態に直面し、精神的にも不安定な状況にある。このため、親自身が生活の中で直面する諸問題の解決や児童
の精神的安定を図り、ひとり親家庭等の地域での生活を総合的に支援するひとり親家庭生活支援事業に対し、国は補助を行って
いる。

また、平成24年度からは、児童の学習を支援したり、児童から気軽に進学相談等を受けることができる大学生等のボランティ
アを児童の家庭に派遣等する学習支援ボランティア事業に対する補助を行っている。

【事業実績】

平成22年度より健康支援事業、土日・夜間電話相談事業をひとり親家庭等相談支援事業に組み替え

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度
予 算 額(千円)

2,439,094 3,431,222 3,474,220 3,537,607 3,646,953 9,733,852 9,095,041
の内数 の内数 の内数 の内数 の内数 の内数 の内数

母子 父子 合計 母子 父子 合計 母子 父子 合計 母子 父子 合計 母子 父子 合計 母子 父子 合計

ひとり親庭等

相談支援事業(件)

健康支援

事業　　(件)

土日・夜間電話
相談事業(件)

3,892 31 3,923 3,532 25 3,557  － － －  － － －  － － －  － － －

生活支援講習
会等事業(件)

14, 943 40 14,983 13,020 64 13,084 14, 758 94 14,852 19,278 61 19,339 17,271 62 17,333 14,372 85 14,457

児童訪問援助
事業(件)

804 209 1,013 981 95 1,076 867 87 954 821 79 900 676 96 772 1,058 143 1,201

学習支援ボラン
ティア事業(件)

 － － －  － － －  － － －  － － － 638 0 638 11,912 545 12,457

ひとり親家庭情報
交換事業(回)

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

11,877

平成２５年度

 － － －  － － － 9,056 136 9,192

平成２４年度

－

15,956 213 16,169

609 0 609 595 0 595 －

11,548 142 11,690 11,718 159

－ － － － －

443回 503回 441回 495回 435回 430回

－ － － － －



- 36 -

評価･今後の方向性 毎年度着実に事業が実施されていることから、事業が有効であると考えており、今後も引き続き実施する。
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(２) 都道府県及び市町村等が講ずべき措置に対する支援
② 就業支援策

ア 母子自立支援プログラム策定等事業の実施(実施主体：都道府県等及び市等 対象：児童扶養手当受給者等)
(a) 個々の母子家庭等の実情に応じた自立支援プログラムを策定し、それに基づき、きめ細かな支援を行う母子自立支援プログラム策定事業を実

施。また、就業意欲を醸成するため、ボランティア活動等を行う就職準備支援コース事業を実施
(b) 事業の実施に当たっては、児童扶養手当の受給資格認定時、現況届提出時、受給から5年経過した時等あらゆる機会をとらえ、対象者に対す

る事業の紹介に努める等、自立が見込まれる対象者のプログラム策定に着実につながるよう、効率的かつ効果的に実施

事業概要及び実績 【事業概要】
母子・父子自立支援プログラム策定等事業
・ 支援対象者の状況・自立阻害要因の把握、就業・職業能力開発（訓練・資格取得）への取組等について状況把握を行い、個
々の支援対象者の実情に応じて支援する母子・父子自立支援プログラム策定等事業を実施する自治体に対し、国は補助を行って
いる。
・また、国はハローワークに就職支援ナビゲーター等を配置し、ハローワークと福祉事務所等が連携して個々の支援対象者の状
況、ニーズ等に応じたきめ細かな就労支援を行うため、生活保護受給者等就労自立促進事業を実施しており、地方自治体の実施
する母子・父子自立支援プログラムによる支援をより効果的なものとしている。

【事業実績】
（平成20年度） （平成21年度） （平成22年度） （平成23年度） （平成24年度） （平成25年度） （平成26年度）
○母子・父子自立支援プログラム策定等事業
実施自治体数 実施自治体数 実施自治体数 実施自治体数 実施自治体数 実施自治体数 実施自治体

473 466 509 533 561 565 －
策定件数 策定件数 策定件数 策定件数 策定件数 策定件数 策定件数

7,162 7,677 6,952 7,179 7,590 7,175 －
就業実績 就業実績 就業実績 就業実績 就業実績 就業実績 就業実績

4,851 4,740 4,315 4,441 4,462 4,437 －
○就業準備支援コース事業

実施回数 実施回数 実施回数 実施回数 実施回数 実施回数 実施回数
13 23 25 9 16 33 －

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度
予 算 額(千円)

2,439,094 3,431,222 3,474,220 3,537,607 3,646,953 9,733,852 9,095,041
の内数 の内数 の内数 の内数 の内数 の内数 の内数

評価･今後の方向性 個々のひとり親の状況に応じて、生活支援や就業支援を適切に組み合わせて支援する必要があるため、母子・父子自立支援プ
ログラム策定事業については、今後も継続して国庫補助を実施していく。
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(２) 都道府県及び市町村等が講ずべき措置に対する支援
② 就業支援策

イ 母子家庭等就業・自立支援事業の実施(実施主体：都道府県及び市等 対象：母子家庭及び寡婦)
(a) 就業に関する専門的な知識や相談経験のある者による就業相談、就業支援講習会等、就業情報の提供、在宅就業の支援、母子・父子自立支援

員を始めとする就業支援関係者の研修等、一貫した就業支援サービスを提供したり、母子生活支援施設と連携を図りながら、母子家庭等及び寡
婦の地域生活の支援や養育費の取決めを促進するための専門相談を行う母子家庭等就業・自立支援センター事業を実施

(b) 就業支援講習会の実施
母子家庭の母等及び寡婦の能力開発に資するため、就業支援講習会を実施

具体的には、
・ 就職に結びつく確率の高い内容の講習を重点的に実施
・ 求職活動や起業のノウハウについて講習を実施
・ 受講者のために託児サービスを提供
・ 講習会の実施に当たり、公共職業能力開発施設、女性就業援助センター等既存の施設を有効に活用
・ 無業者等が就業するに際して、必要に応じて職場体験を行う機会を提供

(c) 母子家庭の母等及び寡婦が身近な地域で支援を受けられるよう、母子家庭等就業・自立支援センター事業と同種の事業を地域の実情に応じ選
択し実施する一般市等就業・自立支援事業を実施

(d) 都道府県等と市等は、十分な連携を図りながら母子家庭等就業・自立支援事業を実施。また、自ら事業を実施することのほか、母子・父子福
祉団体、NPO、社会福祉協議会等に全部又は一部を委託するなど既存の施設・人材等を積極的に活用

事業概要及び実績 【事業概要】
母子家庭等就業・自立支援センターは、母子家庭の母等に対し就業相談、就業支援講習会、就業情報の提供等一貫した就業支

援サービスや養育費の相談等生活支援サービスを提供するため、平成15年度から開始した事業であり、実施主体は、地方公共団
体（都道府県、指定都市及び中核市）で、母子・父子福祉団体、社会福祉協議会等に委託して実施することができる。

【事業実績】
（平成20年度） （平成21年度） （平成22年度） （平成23年度） （平成24年度） （平成25年度） （平成26年度）
○実施自治体数（ヶ所）※かっこ内は実施率

103 106 106 107 107 108 －
（100%） (100%) (100%) (100%) (99.1%) (99.1%) －
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※1名の利用者が就業相談、就業支援講習会、就業情報提供事業を利用して就職した場合は、それぞれ1件として数えている。

※1名の利用者が就業相談、就業支援講習会、就業情報提供事業を利用して就職した場合は、それぞれ1件として数えている。

○就業相談の実施状況

常勤 非常勤・パート 自営業・その他
平成20年度 78,405 5,718 2,437 3,117 164
平成21年度 90,614 6,794 2,938 3,755 101
平成22年度 89,729 5,748 2,356 3,233 159
平成23年度 101,536 6,273 2,747 3,391 135
平成24年度 106,055 6,397 2,984 3,238 175
平成25年度 95,760 6,544 3,262 3,164 118
平成26年度 － － － － －

就業実績（延べ数）

内訳総数
相談件数
（延べ数）

○就業支援講習会の実施状況

常勤 非常勤・パート 自営業・その他
平成20年度 13,414 1,679 585 1,047 47
平成21年度 13,798 1,610 605 909 96
平成22年度 18,865 1,481 498 938 45
平成23年度 16,205 1,599 549 924 126
平成24年度 15,952 1,602 637 910 55
平成25年度 24,437 1,479 605 726 148
平成26年度 － － － － －

相談件数
（延べ数）

就業実績（延べ数）

総数 内訳

○就業情報提供事業の実施状況

常勤 非常勤・パート 自営業・その他
平成20年度 66,888 4,132 1,863 2,189 80
平成21年度 76,751 4,703 2,055 2,569 79
平成22年度 87,606 4,187 1,811 2,312 64
平成23年度 102,515 4,542 2,028 2,443 71
平成24年度 109,034 4,579 2,068 2,466 45
平成25年度 95,706 4,988 2,540 2,366 82
平成26年度 － － － － －

相談件数
（延べ数）

就業実績（延べ数）

総数 内訳
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20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度
予 算 額(千円)

2,439,094 3,431,222 3,474,220 3,537,607 3,646,953 9,733,852 9,095,041
の内数 の内数 の内数 の内数 の内数 の内数 の内数

評価･今後の方向性 母子家庭等就業・自立支援センター事業については、実施率がおおむね100％であることや、就業相談件数が着実に伸びてい
ることから、母子家庭の母等の就業支援として有効であると考えており、今後も継続して都道府県等に対する国庫補助を実施し
ていく。

○母子家庭等地域生活支援事業の実施状況

経済的相談 その他
平成20年度 4,596 959 1,051 796 831 872 295
平成21年度 4,235 1,058 1,161 702 960 668 446
平成22年度 4,381 1,187 1,279 643 792 719 333
平成23年度 4,481 1,163 1,433 813 960 670 472
平成24年度 4,997 1,504 1,322 746 987 845 1,037
平成25年度 4,884 1,783 1,384 796 844 1,290 423
平成26年度 － － － － － － －

相談件数
（延べ数）

結婚前の
相談

子育て・
生活支援

相談内容

養育費関
係

の相談

法律問題
その他
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(２) 都道府県及び市町村等が講ずべき措置に対する支援
② 就業支援策

ウ より良い就業に向けた能力の開発
(a) 母子家庭自立支援給付金等(母子自立支援教育訓練給付金等、母子家庭高等職業訓練促進給付金等)の活用(実施主体：都道府県等及び市等

対象者：母子家庭等)
・母子自立支援教育訓練給付

都道府県等及び市等は、その長が指定する教育訓練講座を受講した母子家庭の母等に対して、講座修了後に受講料の一部を支給
・母子家庭高等職業訓練促進給付金等

都道府県等及び市等は、介護福祉士等の経済的自立に効果的な資格を取得するために2年以上修業する場合で、就業(育児)と修学の両立
が困難な場合に、生活費の負担軽減のための給付金及び入学金の負担軽減のための一時金を給付

(b) 技能習得期間中の技能習得資金及び生活資金の貸付け制度の活用(実施主体：都道府県等 対象：母子家庭等及び寡婦)
公共職業能力開発施設等における技能習得を支援し、技能を習得している期間中の生活保障のため、適正な償還期間を設定の上、技能習得

資金及び生活資金の無利子貸付けを活用

事業概要及び実績 【事業概要】
⒜ 自立支援教育訓練給付金事業は、実施主体である地方公共団体が事前に指定した教育訓練講座を受講した母子家庭の母等

に対して、講座修了後に受講に要した費用の一部を支給する事業である。高等職業訓練促進給付金等事業は、看護師、介護
福祉士等の経済的な自立を図る上で効果的な資格を取得するための受講期間中、生活費の負担の軽減を図るため、修業期間
中の一定期間について高等職業訓練促進給付金を支給する事業である。国は、この2つの事業に対し、補助を行っている。

(b)・都道府県、指定都市及び中核市において、母子父子寡婦福祉資金貸付金により、就職のための知識技能を習得するため
に必要な技能習得資金及び知識技能を習得している間の生活を安定・継続するために必要な生活資金の貸付を実施して
おり、国は、貸付原資の一部を都道府県、指定都市及び中核市に対して貸し付けている。

・平成20年度から、技能習得資金及び生活資金の貸付金の償還期限を据置期間経過後10年以内から20年以内に拡大してい
る。

・平成21年6月5日から、技能習得資金及び生活資金の貸付について、連帯保証人を立てた場合には無利子とし、また、連
帯保証人を立てない場合には、年1.5％の利子を適用することとしている。

【事業実績】
（平成20年度） （平成21年度） （平成22年度） （平成23年度） （平成24年度） （平成25年度） （平成26年度）
高等職業訓練促進給付金による資格取得件数（件）

1,544 1,590 2,114 3,016 3,821 3,166 －
生活資金貸付件数

1,376 1,877 1,549 1,207 1,061 1,040 －
技能習得資金貸付件数

968 1,206 1,194 1,152 1,118 1,001 －

予 算 額(千円) 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度
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高等職業訓練 2,439,094 3,431,222 3,474,220 3,537,607 3,646,953 9,733,852 9,095,041
促進給付金 の内数 の内数 の内数 の内数 の内数 の内数 の内数

貸付金 5,040,000 5,040,000 5,040,000 5,160,383 5,040,000 5,040,000 5,040,000

評価･今後の方向性 ・毎年度着実に資格取得件数が伸びていることから、母子家庭等の自立の促進に有効であると考えており、今後も引き続き事業
を実施する。
・毎年度着実に貸付が実施されていることから、事業が有効であると考えており、今後も引き続き、貸付条件の必要な見直しを
行いながら事業を実施する。
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(２) 都道府県及び市町村等が講ずべき措置に対する支援
② 就業支援策

ウ より良い就業に向けた能力の開発
(c) 保育士資格の取得の促進(実施主体：都道府県及び指定都市)
・ 家庭的保育事業の補助員としての経験を保育士養成施設における保育実習とする取扱い
・ 家庭的保育事業の補助員としての経験を受験に必要な実務経験に算入

事業概要及び実績 【事業概要】
平成15年4月から、配偶者のない女子で現に児童を扶養している者又は配偶者のない女子として児童を扶養していたことのあ

る者であって、かつ、家庭的保育事業の補助者としての経験を有する者については、①指定保育士養成施設においては、当該経
験をもって保育実習の一部について履修したものとして取り扱い、また、②保育士試験においてはその経験を中卒・高卒者の受
験要件である実務経験に参入できることとしている。
※保育士資格の取得のためには、①厚生労働大臣が指定する指定保育士養成施設において講義や実習等の所定の科目を履修し卒
業するか又は②都道府県が行う保育士試験に合格し、その後、都道府県に備える保育士登録簿に登録されることが必要である。

また、保育士試験については短大卒業程度を受験要件としているが、高卒・中卒の者については児童福祉施設等における一定
期間の実務経験を有していることを条件に受験することができることとなっている。

【事業実績】
（平成20年度） （平成21年度） （平成22年度） （平成23年度） （平成24年度） （平成25年度） （平成26年度）

－ － － － － － －

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度
予 算 額(千円)

－ － － － － － －

評価･今後の方向性 母子家庭の母等について、家庭的保育事業の補助者としての経験を保育士資格の取得の際に評価し、指定保育士養成施設にお
ける保育実習や、保育士試験における実務経験として取り扱うことにより、保育士資格の取得の際の負担軽減や機会の拡大を図
るものであり、母子家庭の母等の保育士資格取得及び保育現場における就労の促進に資することから、今後も引き続き実施する。
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(２) 都道府県及び市町村等が講ずべき措置に対する支援
② 就業支援策

エ 母子家庭等及び寡婦の状況に応じた就業あっせん(公共職業安定機関等との連携)(実施主体：都道府県等及び市等 対象：母子家庭等及び寡婦)
(a) 都道府県等及び市等は、母子・父子自立支援員を配置し、児童扶養手当の手続を行う際等に、公共職業安定機関等と連携して、求人情報の

提供や、就職・能力開発に関する相談等を実施
(b) 都道府県等及び市等は、公共職業安定機関等と連携し、地域における労働市場の状況に係る情報の提供等その支援を受けつつ、母子・父子

自立支援員等就業支援関係者に対する研修を実施

事業概要及び実績 【事業概要】
平成14年の母子及び寡婦福祉法の改正により、母子・父子自立支援員の委嘱主体を都道府県知事から市長及び福祉事務所設置

町村長まで拡大するとともに、その業務※に母子家庭の母等に対する職業能力の向上及び求職活動に関する支援を行うことが規
定されている。さらに、母子・父子自立支援員はその職務を行うにあたり、関係機関と常に密接な連携を図ること、地方公共団
体においては研修会の開催等その資質の向上に努めること等を通知しており、国は、県と共催で、年1回、母子・父子自立支援
員の資質向上のための全国研修会を開催している。

また、平成26年度より母子・父子自立支援員に加えて、地方自治体の相談窓口に就業支援専門員を配置し、就業支援の専門性
と体制を確保するとともに、母子・父子自立支援員と連携することで、相談支援体制の質・量の充実を図り、総合的な支援体制
を構築・強化している。
※ 母子・父子自立支援員は、母子家庭の母等に対して、離死別直後の精神的安定を図り、その自立に必要な情報提供、相談等
の支援を行いつつ、職業能力の向上や求職活動に関する支援を行っている。

【事業実績】
（平成20年度） （平成21年度） （平成22年度） （平成23年度） （平成24年度） （平成25年度） （平成26年度）
母子・父子自立支援員数（人）

1,553 1,557 1,574 1,601 1,622 1,644 －
就業支援専門員数

－

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度
予 算 額(千円)

－ － － － － － －

評価･今後の方向性 母子家庭の母等の状況に応じた就業あっせんは、母子家庭の母等の就業支援に資する事業であることから、今後も引き続き実
施する。
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(２) 都道府県及び市町村等が講ずべき措置に対する支援
② 就業支援策
オ 公共職業訓練の実施(実施主体：都道府県)

都道府県は、公共職業安定機関等と連携し、母子家庭の母等を含めた求職者がその職業能力の開発及び向上を図ることを促進するため、公共職業
訓練を実施

事業概要及び実績 【事業概要】
・都道府県において、母子家庭の母等を含めた求職者に対して、離職者訓練等の公共職業訓練を実施している。
・特に母子家庭の母等に対しては、就業に向けた意欲喚起、意識付けに重点を置いた準備講習や訓練中の託児サービスを付加し

た訓練コースの設定等、その特性や事情に配慮した職業訓練を実施している。

【事業実績】
○公共職業訓練（離職者訓練）受講者数及び就職率

（平成20年度） （平成21年度） （平成22年度） （平成23年度） （平成24年度） （平成25年度）
受講者数 29,342人 75,134人 98,305人 115,643人 121,189人 110,973人
就職率（施設内訓練） 66.0% 63.4% 67.9% 71.6% 73.0% 72.9%
就職率（委託訓練） 62.5% 57.4% 62.4% 66.8% 69.2% 72.0%

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度
予 算 額(千円)

110,803,128 131,204,265 113,304,120 109,807,584 103,961,522 99,516,168 102,306,992
の内数 の内数 の内数 の内数 の内数 の内数 の内数

評価･今後の方向性 ・公共職業訓練については、母子家庭の母等の就職に有効であると考えられるため、今後も引き続き実施する。
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(２) 都道府県及び市町村等が講ずべき措置に対する支援
② 就業支援策

カ 所得の増大に結び付く就業機会創出のための支援
(a) 母子家庭の母等及び寡婦に対する起業支援(実施主体：都道府県等 対象：母子家庭等及び寡婦)

母子家庭の母等や寡婦が共同して起業する場合において母子福祉資金貸付金等(事業開始資金)を貸付け
また、母子家庭の母等及び寡婦の起業を支援するため、起業の方法、事業計画、資金計画、労務管理等についてのセミナーを実施

(b) 公共的施設における雇入れの促進(対象：母子家庭等及び寡婦)
都道府県及び市町村が設置する公共的施設において、母子家庭等及び寡婦の雇入れを促進

(c) 母子・父子福祉団体等への優先的な事業発注の推進(対象：母子・父子福祉団体等)
売店の優先許可の普及や、都道府県や市町村の機関による清掃業務の委託等母子・父子福祉団体等に対する優先的な事業発注を推進

事業概要及び実績 【事業概要】
(a) 平成15年度に、母子家庭の母の就業機会の創出を図る観点から、複数の母子家庭の母が共同して起業する場合は、事業開

始資金の団体貸付の限度額を適用できることとしている。
また、母子家庭等就業・自立支援センターの就業支援講習会等事業により起業家支援に関するセミナーを実施することと

し、国は、当該事業に必要な事業費を補助している。
(b) 平成15年より、都道府県等に対し、都道府県市における非常勤職員の雇い入れの際には、求人情報を近隣の母子家庭等就

業・自立支援センターへ提供すること等を要請している。また、都道府県担当部局長等会議の場等において、都道府県等に
おける母子家庭の母の雇入れの促進等について要請している。

さらに、平成25年３月の母子勝ち得の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法の施行に伴い、改めて要請し
た。

(c) 平成25年３月に施行されたの母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法に、母子・父子福祉団体等
の受注機会の増大への努力義務が規定されており、会議等を行う場合の議事録の作成等を発注する際、母子・父子福祉団体
等について配慮を行うよう、都道府県担当部局長等会議の場において、都道府県等において積極的に事業を発注する等につ
いて要請している。

【事業実績】
（平成20年度） （平成21年度） （平成22年度） （平成23年度） （平成24年度） （平成25年度） （平成26年度）
(a)福祉資金貸付金（事業開始資金）の貸付件数（件）

38 39 38 39 23 13 －

(b)母子家庭等就業・自立支援センター提供の情報を通じて採用された者（人）
432 390 329 408 452 448 －

(c)地方自治体の調達実績
件数 件数
750 －

購入額 購入額
1,910,434千円 －
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(b,c)
全国厚生労働
関係部局長会議

（厚生分科会）、
全国児童福祉主
管課長会議

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度
予 算 額(千円)

－ － － － － － －

評価･今後の方向性 (a)起業は就業による自立の選択肢の一つであり、セミナーにおいて起業の方法等の講習をすることは母子家庭の母の就業支援
に資すること、また、事業開始資金は、事業を開始する際に必要な設備、機械等の購入のために必要な貸付制度であることから、
今後も引き続き実施する。
(b)毎年度継続的に雇用の実績があることから、今後も都道府県等における取組が進むよう、都道府県担当部局長会議等の場を
活用し、引き続き要請を実施する。
(c)都道府県等からの事業受注は母子家庭の母の就業促進につながることから、都道府県担当部局長会議等の場を活用し、引き
続き要請を実施する。
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(２) 都道府県及び市町村等が講ずべき措置に対する支援
② 就業支援策

キ 母子家庭の母等の雇用に関する啓発活動等・情報提供
(a) 事業主や都道府県及び市町村の関係団体に対して母子家庭の母等の雇用について理解を深めてもらうための啓発活動や、母子家庭の母等の

就業の促進に向けた協力の要請を積極的に推進
(b) 母子家庭の母等を積極的に雇用するなどの企業等における母子家庭の母等の雇用に関する好事例について、情報を収集し、その提供を行う

とともに、その企業等の公表や表彰等を実施

事業概要及び実績 【事業概要】
(a) 平成25年３月に母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法の施行に伴い、事業者向けリーフレット

を作成し、都道府県等における啓発活動等に資するよう、配布している。
(b) 母子家庭の母の就業を推進するためには、母子家庭の母を雇用する企業側にも働きかけ、母子家庭の母が働きやすい環境

整備等の取組を促進することが有効である。このため、平成18年度より、母子家庭の母を相当数雇用している企業等をその
就業支援に積極的に取り組んでいる企業として年1回表彰しており、都道府県等における啓発活動等に資するよう、厚生労
働省ホームページにおける表彰企業の公表等による情報提供を行っている。

【事業実績】
（平成20年度） （平成21年度） （平成22年度） （平成23年度） （平成24年度） （平成25年度） （平成26年度）

○母子家庭の母及 ○事業者向け
び父子家庭の父の リーフレット
就業の支援に関す の作成及び配
る特別措置法の施 布
行

○母子家庭の母の就業支援を図る優良企業等表彰
表彰企業数 10社 表彰企業数 ７社 表彰企業数 11社 表彰企業数 13社 表彰企業数 ８社 表彰企業数 ０社 －
・母子家庭の母 ・母子家庭の母 ・母子家庭の母 ・母子家庭の母 ・母子家庭の母
を相当数雇用し を相当数雇用し を相当数雇用し を相当数雇用し を相当数雇用し
ている企業等 ている企業等 ている企業等 ている企業等 ている企業等
10社 ７社 11社 13社 ８社

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度
予 算 額(千円)

－ － － － － － －

評価･今後の方向性 地方公共団体や企業等において母子家庭の母の雇用を促進する社会的な機運を醸成するため、今後も引き続き実施する。
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(２) 都道府県及び市町村等が講ずべき措置に対する支援
② 就業支援策

ク 母子・父子福祉団体、NPO 等に対する支援
(a) 職業紹介事業を行う母子・父子福祉団体等への支援(対象：母子・父子福祉団体等)

職業紹介事業を行う母子・父子福祉団体や NPO 等に対し、公共職業安定所や福祉人材センターと連携しつつ求人情報の提供等を実施
(b) 母子・父子福祉団体が行う事業に対する支援(実施主体：都道府県 対象：母子・父子福祉団体)

母子・父子福祉団体が、母子家庭の母等の福祉の増進を図るための事業(社会福祉事業、職業紹介事業、労働者派遣事業、信用保証業等)を行う
場合に母子福祉資金貸付金制度等を活用

(c) 母子・父子福祉団体等の受注機会の増大への努力
母子・父子福祉団体等母子家庭の母等の福祉の増進を主たる目的とする団体が、母子家庭の母等の就業の促進につながる業務をより多く受注で

きるよう、地方公共団体及び地方独立行政法人が物品やサービスを購入する場合には予算の適正な使用に留意しつつ、優先的に母子・父子福祉団
体等から購入するように努めること

事業概要及び実績 【事業概要】
⒜について
・都道府県や市町村等と密接な連携を図りつつ、母子家庭等就業・自立支援センター事業を受託している母子・父子福祉団体等
が無料職業紹介事業等を実施する場合において、求人情報の提供を求める場合は、その要請に応じてハローワークの求人情報を
定期的に提供するなどの支援、協力を実施している。
・都道府県等及びその所管する関係団体における職員（非常勤を含む）の求人情報を母子家庭等就業・自立支援センターへ提供
すること等を要請している。また、都道府県担当部局長等会議の場等において、都道府県等における母子家庭の母の雇入れの促
進等について要請している。
・都道府県担当部局長等会議の場等において、無料職業紹介事業者等である母子家庭等就業・自立支援センターに対してハロー
ワークが求人情報を提供すること等の周知をしている。

⒝について
・母子・父子福祉団体が、母子家庭の母等の福祉の増進を図るための事業として社会福祉事業等を行う場合には、母子福祉資金
等の貸付けの対象としている。

⒞について
・「母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法」には、母子・父子福祉団体等の受注機会の増大への配慮
が規定されており、都道府県担当部局長等会議の場等において、事業を発注する等の際に母子・父子福祉団体等について配慮す
るよう要請している。

【事業実績】
（平成20年度） （平成21年度） （平成22年度） （平成23年度） （平成24年度） （平成25年度） （平成26年度）
○福祉資金貸付金における団体貸付の実績（件数及び金額）
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0 0 0 0 0 0 ―

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度
予 算 額(千円)

貸付金
5,040,000 5,040,000 5,040,000 5,160,383 5,040,000 5,040,000 5,040,000

評価･今後の方向性 母子家庭等の経済的自立に資する事業であり、今後も引き続き実施する。無料職業紹介事業を行う母子・父子福祉団体等への
求人情報の提供や、母子家庭の母等の福祉の増進を図るための事業として社会福祉事業等を行う場合の母子福祉資金の貸付け、
母子・父子福祉団体等から優先的に物品及び役務を調達することは、母子家庭の母等の就業の促進を図るため、今後も引き続き
実施する。
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(２) 都道府県及び市町村等が講ずべき措置に対する支援
② 就業支援策

ケ 母子家庭の母等の就業の促進を図るための措置に関する留意
母子家庭の母等の就業の促進を図るための措置を講ずるに当たっては、情報通信技術等に関する職業能力の開発及び向上並びに情報通信ネットワ

ークを利用した在宅就業等多様な就業の機会の確保並びにこれらに従事する人材の養成及び資質の向上に留意

事業概要及び実績 【事業概要】
・在宅就業推進事業（母子家庭等就業・自立支援事業）

平成20年度より、在宅就業において必要なスキルの向上を目的とするセミナー事業や、在宅で就業する母子家庭の母同士の情
報共有に資するためのサロン事業、在宅就業における仕事の受注、検品、納品等に関する基本的なノウハウを提供・コーディネ
イトする事業など、地方自治体が在宅就業者等に必要な支援を行えるよう補助をしている。
・ひとり親家庭等の在宅就業支援事業（安心こども基金）

平成21年度から平成25年度まで、在宅就業支援事業を実施し、業務の開拓、仕事の品質管理、従事者の能力開発、相談支援等
の一体的取組を実践し、家庭と仕事の両立を図りやすい働き方である在宅就業の拡大に向けた環境整備を図ることができるよう、
国は地方自治体に対し補助している。

【事業実績】
（平成20年度） （平成21年度） （平成22年度） （平成23年度） （平成24年度） （平成25年度） （平成26年度）
○在宅就業推進事業（母子家庭等就業・自立支援事業）

実施箇所数 実施箇所数 実施箇所数 実施箇所数 実施箇所数 実施箇所数 実施箇所数
３ ２ ３ ２ ６ ５ －

○ひとり親家庭等の在宅就業支援事業（安心こども基金）
実施箇所数 45自治体（50事業）

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

2,439,094 3,431,222 3,474,220 3,537,607 3,646,953 9,733,852 9,095,041
予 算 額(千円) の内数 の内数 の内数 の内数 の内数 の内数 の内数

－ 25,000,000 － － 11,800,000 － －
の内数

評価･今後の方向性 平成21年度より安心こども基金を活用し実施されたひとり親家庭等在宅就業支援事業については、「ひとり親家庭等の在宅就
業支援事業評価検討会報告書」（平成26年８月）において、「在宅就業支援事業については費用対効果の低いものとなった一方で、
在宅就業自体については、ひとり親にとって無理なダブルワークの解消や子どもの将来の教育費など貯蓄に充てるための収入を
得る場合などには、有効な働き方の一つとなることが想定され、また、乳児や障害児の養育、自身の病気などにより外に働きに
でることができない場合、通勤が困難な場合などには、有効な働き方の一つとして強いニーズがあると考えられる。」「現行の在
宅就業支援事業自体は、費用対効果が低く、そのまま継続することは妥当ではないが、これまでに、事業実施者等においては、
業務の開拓や参加者の能力開発のためのプログラム構築等の取組により、在宅就業を支援するためのノウハウを蓄積してきたと
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ころであり、今後の施策を展開するに当たっては、これらを有効に活用するととともに、事業計画、事業実施者、能力開発、発
注に関する奨励等、就業支援に係る課題も踏まえた支援策を実施すべきである。」旨の報告が行われた。平成27年度以降の在宅
就業支援については、本報告の趣旨を踏まえ適切に対応していくこととする。
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(２) 都道府県及び市町村等が講ずべき措置に対する支援
③ 養育費の確保策

ア 広報・啓発活動の推進
母子・父子福祉団体、NPO 等の関係団体と連携して、養育費の支払に関する広報・啓発活動を推進

イ 相談体制の拡充
(a) 養育費に関する専門知識を有する相談員の配置(実施主体：都道府県等及び市等 対象：母子家庭等)

養育費の取決めや支払の履行・強制執行に関する相談・調整や情報提供のほか、母子家庭等への講習会などを実施するため、養育費に関する専
門知識を有する相談員を配置

(b) 特別相談事業の拡充(実施主体：都道府県等及び市等 対象：母子家庭等)
特別相談事業としての法律相談について、実施回数を増やすなど、その事業を充実

(c) 母子・父子自立支援員や婦人相談員等に対する養育費に関する研修の実施
母子・父子自立支援員、婦人相談員、母子家庭等就業・自立支援センターの養育費専門相談員に対し、養育費の取得手続等養育費に関する研修

を実施
(d) 母子・父子福祉団体、NPO 等への支援(対象：母子家庭等)

母子家庭等に対して、養育費相談や情報提供活動を実施する母子・父子福祉団体や NPO 等に対し、情報提供等の支援を実施
ウ 情報提供(対象：母子家庭等)

母子家庭等に対し、養育費取得手続、相談窓口などについて、行政(児童扶養手当窓口、婚姻・離婚届窓口等)や関係団体による情報提供活動を推進

事業概要及び実績 【事業概要】
・養育費相談支援センター事業において、養育費の取り決めの方法や取得手続き等に関するリーフレットを作成し、地方自治

体に配布している。また、同事業において、母子・父子自立支援員、婦人相談員や養育費相談支援専門員に対し養育費に関
する研修を実施している。

・国は、地方自治体が母子家庭等就業・自立支援センターに養育費相談支援専門員を配置し、相談や家庭裁判所等への同行支
援を行うとともに、専門家による助言を行う特別相談を実施する場合に必要な経費の一部を補助している。

【事業実績】
○養育費相談支援センター事業における情報提供事業及び研修事業の実績

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

(上半期)

情報提供事業(自治体へ配布したﾘｰﾌﾚｯﾄ等の部数)(部) 467,391 383,560 349,939 116,784 203,540 108,230 91,390

研修の実施状況

全国母子自立支援員研修会・養

育費相談支援に関する全国研修

会合同研修会

(回数)  (回) 1 1 1 1 1 1 1

(参加者)  (人) 90 131 145 125 109 126 115
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（平成20年度） （平成21年度） （平成22年度） （平成23年度） （平成24年度） （平成25年度） （平成26年度）
○母子家庭等就業・自立支援センター事業における養育費関係の相談件数（件）

1,051 1,161 1,279 1,433 1,322 1,384 ―

予 算 額(千円) 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

養育費相
談支援セ 68,252 67,540 61,938 60,128 59,169 57,168 56,040
ンター事
業

母子家庭 2,439,094 3,431,222 3,474,220 3,537,607 3,646,953 9,733,852 9,095,041
等就業・ の内数 の内数 の内数 の内数 の内数 の内数 の内数
自立支援
センター
事業

評価･今後の方向性 毎年度母子家庭等への相談支援や情報提供等が着実に実施されている。養育費の取り決めや支払いが適切に行われるためには
相談支援や広報啓発が必要であり、今後も引き続き実施する。

養育費専門相談員等研

修

(回数)  (回) 1 2 2 1 1 1

(参加者)  (人) 38 114 145 31 39 39

地域研修会
(回数)  (回) ― ― ― 8 8 8 1

(参加者)  (人) ― ― ― 378 336 291 22

講師派遣
(延件数)(件) 63 86 58 75 72 90 59

(参加者)  (人) 4,094 2,531 1,554 2,102 1,788 2,882 778
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(２) 都道府県及び市町村等が講ずべき措置に対する支援
④ 経済的支援策

ア 母子父子寡婦福祉貸付金に関する情報提供、適正な貸付業務の実施(実施主体：都道府県 対象：母子家庭等及び寡婦)
母子家庭等や寡婦に対して、母子父子寡婦福祉資金貸付制度に関する情報提供を積極的に推進するほか、プライバシーの保護に配慮した適正な貸

付業務を実施

事業概要及び実績 【事業概要】
・母子・父子自立支援員は、母子父子寡婦福祉資金貸付制度に関する情報提供をはじめとした、母子家庭の母等の自立に必要

な情報提供を行っている。
・国は都道府県と共催で、年１回、母子・父子自立支援員の全国研修会を開催し、母子父子寡婦福祉資金貸付金に係る業務の

遂行上の課題等について重点的に研修を実施している。

【事業実績】

○母子・父子自立支援員数
（平成20年度） （平成21年度） （平成22年度） （平成23年度） （平成24年度） （平成25年度） （平成26年度）

1,553人 1,557人 1,574人 1,601人 1,622人 1,644人 ― 人

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度
予 算 額(千円)

－ － － － － － －

評価･今後の方向性 母子父子寡婦福祉資金貸付制度に関する情報提供については、父子福祉資金の創設（平成26年10月実施）等の改正が行われて
おり、地方公共団体において母子家庭の母等に対して情報提供を積極的に行う必要もあることから、今後も引き続き実施する。
また、プライバシーの保護に配慮した適正な貸付業務の実施については、母子父子寡婦福祉資金の貸付に当たり、地方公共団体
において詳細な事項について質問する必要が生じる場合もあることから、今後も引き続き実施する。
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(２) 都道府県及び市町村等が講ずべき措置に対する支援
④ 経済的支援策

イ 児童扶養手当に関する情報提供及び適正な給付業務の実施(実施主体：都道府県及び市町村 対象：母子家庭等)
母子家庭の母等に対して、児童扶養手当制度に関する情報の提供を積極的に推進するほか、プライバシーの保護に配慮した適正な給付業務を実施

ウ 児童扶養手当窓口における相談及び情報提供等適切な自立支援の実施(実施主体：都道府県等及び市等 対象：母子家庭等)
児童扶養手当窓口において、母子・父子自立支援員等による就業等に関する相談や情報提供を積極的に推進するなど、母子家庭の母等に対する適

切な自立支援を実施

事業概要及び実績 【事業概要】
・母子・父子自立支援員は、児童扶養手当に関する情報提供をはじめとした、母子家庭の母等の自立に必要な情報提供を行って
いる。
・平成22年の児童扶養手当法の改正に伴い、通知において、母子・父子自立支援員は、父子家庭に対しても必要な支援を行うこ
とができるものとされた。
・平成26年の母子及び寡婦福祉法の改正により、法律においても、父子家庭に対する支援が対象とされるとともに、その名称が
「母子自立支援員」から「母子・父子自立支援員」に改称された。同改正により、都道府県、市及び福祉事務所設置町村に対し
て、母子・父子母子自立支援員をはじめとした、母子家庭等の自立支援に従事する人材の確保及び資質の向上を図る努力義務が
規定された。
・平成26年度より地方自治体の相談窓口に母子・父子自立支援員に加えて、就業支援を担う「就業支援専門員」を配置すること
により、就業支援の専門性と体制を確保するとともに、母子・父子自立支援員と連携することで、相談支援の質・量の充実を図
り、総合的・包括的な支援体制を構築・強化している。
・国は都道府県と共催で、年１回、母子・父子自立支援員の全国研修会を開催している。
・国は、全国会議の場を通じて、各自治体に対し、児童扶養手当制度の改正内容等を周知するとともに、児童扶養手当の認定等
の際に、プライバシーの保護に十分配慮することや、ひとり親家庭に関する他の支援制度（就業・自立支援センターや養育費相
談支援センター等）に関する案内や取り次ぎ等の必要な支援が行われるよう依頼している。

【事業実績】
○母子・父子自立支援員数

（平成20年度） （平成21年度） （平成22年度） （平成23年度） （平成24年度） （平成25年度） （平成26年度）
1,553人 1,557人 1,574人 1,601人 1,622人 1,644人 ― 人

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度
予 算 額(千円)

－ － － － － － －

評価･今後の方向性 児童扶養手当制度に関する情報提供については、父子家庭への支給（平成２２年８月）や、公的年金との併給制限の見直し（平
成２６年１２月）などの制度改正が行われており、地方公共団体において母子家庭の母等に対して情報提供を積極的に行う必要
もあることから、今後も引き続き実施する。

また、プライバシーの保護に配慮した適正な給付業務の実施については、児童扶養手当の支給要件が多岐にわたっており、詳



- 57 -

細な事項について質問する必要が生じる場合もあることから、今後も引き続き実施する。
児童扶養手当窓口において、生活及び就業等に関する相談や情報提供を積極的に推進することについては、児童扶養手当法第

２８条の２の規定もあることから、今後も引き続き実施する。


